
 

第４章 環境の保全と創造のための措置 

 
4-1.環境の保全と創造のための措置 

「第 3 章 環境影響評価の結果」に示した予測及び評価の結果等を踏まえ、実施する

こととした環境保全措置を表 4-1-1～表 4-1-12 に示す。 
 

表 4-1-1 環境保全措置の内容（全般事項） 

環境項目  環境要因  環境保全措置  
全般事項  
事業計画  

・住宅地に隣接する物流施設であることに配慮し、工事

中及び施設供用後において、問い合わせ窓口を設け、

近隣に周知する。問い合わせがあった際には、責任を

持って適切に対応する。  
・施設供用後のテナントを管理・監督するために、管理

規約を設け、当事者間の契約にて遵守させるよう努め

る。  
 

表 4-1-2 環境保全措置の内容（交通） 

環境項目  環境要因  環境保全措置  
交通  工事用車両の走行  

・工事関係者に出勤時（7 時台）は、可能な限り北側

方面からの入場を周知し、可能であれば時差出勤を

呼び掛けることにより、出勤時における南側方面か

らの右折入場車両の分散化を図る。  

施 設 関 連 車 両 の 走 行

（敷地外）  ・入居テナントへ周辺交通状況を申し伝え、右折入

場・右折退場を適切に利用することにより、入退場

ルートを適正に分散化し、周辺交差点への負荷低減

を図る。  

 
 

表 4-1-3(1) 環境保全措置の内容（大気汚染） 

環境項目  環境要因  環境保全措置  
大気汚染  建設機械の稼働  

・排出ガス対策型の建設機械を採用し、二酸化窒素及び

浮遊粒子状物質の排出を低減する。  
・建設機械の集中稼働や高負荷運転の回避により集中的

に高濃度の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質を排出しな

いように努める。  
・空ぶかし禁止やアイドリングストップなど、建設機械

の運行マナーの徹底に努め、二酸化窒素及び浮遊粒子

状物質の排出を低減する。  
・散水を実施し、工事区域からの粉じんの発生を低減す

る。    

4 - 1



 

表 4-1-3（2） 環境保全措置の内容（大気汚染） 

環境項目  環境要因  環境保全措置  

大気汚染  工事用車両の走行  
・工事車両を分散・平準化するよう調整し、交通集中の

回避等により集中的に高濃度の二酸化窒素及び浮遊粒

子状物質を排出しないように努める。  
・場外待機の禁止や入退場ルートの配慮など、周辺地域

に配慮した工事車両の運行管理により二酸化窒素及び

浮遊粒子状物質の排出を低減する。  
・法定速度の遵守、空ぶかし禁止、アイドリングストッ

プの徹底など、工事車両のエコドライブを徹底し、二

酸化窒素及び浮遊粒子状物質の排出を低減する。  
・残土搬出時は、タイヤ洗浄、シートカバー掛けなどを

行い、粉じんの発生を低減する。  
施設関連車両の走行

（敷地外）  ・施設の利用者（テナント）等に、関連車両の集中の回

避等の運行計画の見直しを促すことにより、分散・平

準化を促し、集中的に高濃度の二酸化窒素及び浮遊粒

子状物質を排出しないように努める。  
・場外待機禁止、予定した運行ルート以外の道路利用の

禁止などの周辺環境に配慮した運行管理により、大気

汚染物質の排出を低減する。  
・空ぶかし禁止、アイドリングストップ等、関連車両の

運転マナーを徹底し、大気汚染物質の排出を低減す

る。  

施設関連車両の走行

（敷地内）  ・空ぶかし禁止、アイドリングストップ、エンジンをか

けての社内での休憩等、関連車両の運転マナーを徹底

し、大気汚染物質の排出を低減する。  
・事業計画地は JR 福知山線の北伊丹駅から徒歩 7 分程

度と立地に優れていることから、従業員に公共交通機

関での通勤を呼び掛けることにより大気汚染物質の排

出を低減する。  
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表 4-1-4 環境保全措置の内容（騒音） 

環境項目  環境要因  環境保全措置  
騒音  建設機械の稼働  

・低騒音型の建設機械や工法の採用により、騒音の発

生を低減する。  
・必要に応じて防音パネルまたは防音シートを設置す

る。  
・建設機械の集中稼働の回避により、騒音の低減に努

める。 
・空ぶかし禁止やアイドリングストップなど、建設機

械の運行マナーの徹底に努め、騒音の発生を低減す

る。  
・問い合わせ窓口を設け、近隣住民とのコミュニケー

ションを図る。  
工事用車両の走行  

・工事用車両を分散・平準化するよう調整し、交通集

中の回避等により騒音の低減に努める。  
・場外待機禁止、周辺地域に配慮した運行ルートの設

定など、運行管理により騒音の発生を低減する。  
・規則速度の遵守、空ぶかし禁止、アイドリングスト

ップ等、工事用車両の運転マナーを徹底し、騒音の

発生を低減する。  
・問い合わせ窓口を設け、近隣住民とのコミュニケー

ションを図る。  
 施 設 関 連 車 両 の 走 行

（敷地外）  
・利用者（テナント）等に、施設関連車両の集中の回

避等の運行計画の見直しを促すことにより、騒音の

低減に努める。  
・場外待機禁止、予定した運行ルート以外の道路利用

の禁止などの運行管理により、騒音の発生を低減す

る。  
・規制速度の遵守、空ぶかし禁止、アイドリングスト

ップ等、施設関連車両の運転マナーを徹底し、騒音

の発生を低減する。  
・問い合わせ窓口を設け、近隣住民とのコミュニケー

ションを図る。  
 冷暖房施設の稼働及び

施設関連車両の走行

（敷地内）  

・室外機等の屋外に設置する設備は、低騒音型の設備

を選定する。  
・騒音を発する設備を屋外に設置する場合は、極力、

住居に面した敷地境界周辺への設置を避ける。やむ

を得ず設置する場合は、敷地境界までの距離等を考

慮し、基準が達成されるよう配慮する。  
・設置する設備の整備・点検を徹底し、設備の動作不

良による騒音の発生を防止する。  
・事業計画地内において、自動車は低速走行を徹底す

るようテナントに対して要請する。  
・問い合わせ窓口を設け、近隣住民とのコミュニケー

ションを図る。  
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表 4-1-5 環境保全措置の内容（振動） 

環境項目  環境要因  環境保全措置  
振動  建設機械の稼働  ・低振動型の建設機械や工法の採用により、振動の発

生を低減する。  
・建設機械の集中稼働の回避により、振動の低減に努

める。 
・空ぶかし禁止やアイドリングストップ等、建設機械

の運転マナーの徹底に努め、振動の発生を低減す

る。  
・問い合わせ窓口を設け、近隣住民とのコミュニケー

ションを図る。  
工事用車両の走行  ・工事用車両を分散・平準化するよう調整し、交通集

中の回避等により振動の低減に努める。  
・場外待機禁止、周辺地域に配慮した運行ルートの設

定等、運行管理により振動の発生を低減する。  
・規制速度の遵守、空ぶかし禁止、アイドリングスト

ップ等、工事用車両の運転マナーを徹底し、振動の

発生を低減する。  
・問い合わせ窓口を設け、近隣住民とのコミュニケー

ションを図る。  
 施 設 関 連 車 両 の 走 行

（敷地外）  
・利用者（テナント）等に、施設関連車両の集中の回

避等の運行計画の見直しを促すことにより、振動の

低減に努める。  
・場外待機禁止、予定した運行ルート以外の道路利用

の禁止などの運行管理により、振動の発生を低減す

る。  
・規制速度の遵守、空ぶかし禁止、アイドリングスト

ップ等、施設関連車両の運転マナーを徹底し、振動

の発生を低減する。  
・問い合わせ窓口を設け、近隣住民とのコミュニケー

ションを図る。  
 

表 4-1-6 環境保全措置の内容（低周波音） 

環境項目  環境要因  環境保全措置  
低周波音  冷暖房設備等の稼働  ・設備機器は、実行可能な範囲で、低騒音型の機器を

採用する。  
・設置する設備に共振が生じないよう適正な整備・点

検を徹底し、設備の動作不良による低周波音の発生

を防止する。  
・低周波音の影響が特に懸念されるような設備機器に

ついては、必要に応じて消音器の設置により低周波

音の発生を防止する。  
・問い合わせ窓口を設け、近隣住民とのコミュニケー

ションを図る。  
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表 4-1-7 環境保全措置の内容（日照阻害） 

環境項目  環境要因  環境保全措置  
日照阻害  建築物等の存在  ・建築物を敷地境界からセットバックし、可能な限り

南に配置することで日影に配慮した。  
・建築物の最上階の面積を可能な限り減らし、日影に

配慮した。  

 
表 4-1-8 環境保全措置の内容（電波障害） 

環境項目  環境要因  環境保全措置  
電波障害  建築物等の存在  

・建設工事中及び施設の供用時にテレビ電波の受信に

障害が生じた場合は、状況を確認の上、共聴施設の

設置やケーブルテレビへの接続等、速やかに適切な

措置を講じる。  

 
表 4-1-9 環境保全措置の内容（廃棄物） 

環境項目  環境要因  環境保全措置  
廃棄物 土地の形質の変更  

・再利用や再資源化に配慮した建設資材を選定する。  
・資材の搬入に当たって、無梱包搬入を推進する。  
・工事中の工事作業日報の整理等により、廃棄物の排

出量等の状況を把握し、関係法令に基づく適切な処

理、処分を図れるように必要に応じて適切な措置を

講じる。  
施設の供用  ・テナントに対し、廃棄物の分別の徹底を促すよう要

請する。  
・テナントに対し、過剰梱包を控えるように要請す

る。  
・テナントに対し、再利用や再資源化に配慮した資材

の使用を促すよう要請する。  
・ペットボトルや缶といった廃棄物の排出抑制のた

め、ウォーターサーバーの設置を検討する。  
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表 4-1-10 環境保全措置の内容（景観） 

環境項目  環境要因  環境保全措置  
景観  建築物等の存在  

緑の回復育成  
・予定建築物の外観、材質、色彩、意匠及び緑化につ

いては、伊丹市景観審議会並びにデザイン審査小委

員会、川西市景観審議会の審議及び助言を踏まえて

検討し、周辺景観と調和した、伊丹市都市景観条例

及び伊丹市景観計画また、川西市景観条例、川西市

景観計画に適合したものとする。  
・事業計画地近傍からの眺望景観は、予定建築物が目

立ち、圧迫感が生じることを踏まえ、伊丹市景観審

議会並びにデザイン審査小委員会、川西市景観審議

会の審議及び助言を踏まえて検討し、予定建築物の

外観、色彩、意匠等を工夫し、圧迫感の緩和に努め

る。  
・敷地外周部に高木、中木及び低木を組み合わせた緑

化を配置することにより、予定建築物の圧迫感を緩

和する。植栽樹木の選定等の計画内容は、伊丹市景

観審議会並びにデザイン審査小委員会、川西市景観

審議会の審議及び助言を踏まえて検討し、周辺地域

と調和した眺望景観の形成に努める。  
 

表 4-1-11 環境保全措置の内容（地球環境） 

環境項目  環境要因  環境保全措置  
地球環境  建設機械の稼働  ・工事現場の照明機器は、高効率照明を採用するとと

もに、事務所等でのこまやかな消灯や空調温度の適

正化など、現場における省エネの取組に努める。  
・建設機械の集中稼働の回避や台数削減など、効率的

な稼働に努め、エネルギー消費量を低減する。  
・空ぶかし禁止やアイドリングストップ、エコドライ

ブの推進など、建設機械、工事車両の運行における

省エネの取組に努める。  
施設の供用及び冷暖房

施設等の稼働  ・外壁の高断熱化や空調設備、換気設備、照明設備等

の省エネ・再エネ設備の導入、給湯設備における節

水器具の採用など、建築物のエネルギー消費性能の

向上に努め、エネルギーの効率的な利用と温室効果

ガス排出量の削減を図る。  
・温室効果ガス排出量の抑制策として、太陽光発電の

設置や LED 照明器具、高効率空調設備を採用する。  

 

表 4-1-12 環境保全措置の内容（動植物） 

環境項目  環境要因  環境保全措置  
動植物 土地の形質の変更  

緑の回復育成  ・植栽においては、外来種の選定は控え、可能な限り

周辺樹種と調和が図られる樹種や現況の植栽の樹種

を選定する。  
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対象事業の実施により環境項目に影響が及ぼすと考えられる地域を関係地域とし、

その範囲は敷地境界から 200m（図 4-1-1 参照）とする。敷地境界から 200m 範囲内の

町丁は表 4-1-13 に示すとおりである。 

表 4-1-13 敷地境界から 200m 範囲内の町丁 

伊丹市 鋳物師四丁目、鋳物師五丁目、北伊丹八丁目

川西市 久代一丁目、久代五丁目、久代六丁目、東久代二丁目
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図4-1-1　工事中及び供用時の
環境影響に特に留意する地域



 

第５章 第 2 次住民意見及び審査意見に対する事業者の見解 

 
5-1.説明会開催状況の報告 

伊丹市環境影響評価に関する要綱第 13 条の規定による説明会の開催状況を以下に示

す。 
 
5-1-1.説明会の開催状況（概要） 

 
表 5-1-1 説明会の開催状況（概要） 

説明会の開催時期 【1 回目】令和 7 年 6 月 8 日（日）19 時～20 時 
【2 回目】令和 7 年 6 月 10 日（火）19 時～20 時  

説明会の開催場所 緑ケ丘センター 

説明会の参加人数 【1 回目】11 名 
【2 回目】11 名 

説明会の対象地域 
（地区） 

伊丹市：鋳物師四丁目、鋳物師五丁目、北伊丹八丁目 
川西市：久代一丁目、久代五丁目、久代六丁目、東久代二丁目 

 
5-1-2.説明会の開催状況（意見交換記録） 

（1）1 回目（6 月 8 日（日）） 

 
表 5-1-2(1) 説明会の開催状況（1 回目） 

番号 質問・意見 回答 

1 

（p.2）Nidec から事業計画地を引

き受けると記載しているが、これ

は購入するのか賃借かどちらであ

るのか。 

事業計画地は売買によって引き受けるこ

ととなっている。所有権は野村不動産で

ある。 

2 

事業計画地は万代ホールディング

スが購入したと聞いたが、なぜ万

代はできないのか。 

野村不動産が取得した土地（事業計画

地）の南側は現在は NidecOKK が操業し

ているが、所有者が万代ホールディング

スに変更していることは理解している。

ただ、今後何をするかまでは把握してい

ない。 

3 

この事業はもう決定しているの

か。なぜ決定してから説明を行っ

ているのか。 
市から許可を得たとしても、しっ

かり説明を行い、住民の賛成を貰

ってから作るべき。 
説明を初めて聞いた。 

突然物流施設が建設されるという話が出

てきてもびっくりすると思うので、昨年

の 5 月頃から伊丹市と川西市の周辺の自

治会長等には事業内容等のご案内をして

いた。 
また、川西市や伊丹市の条例に従い、周

辺住民には対応している。4 月に伊丹市

の場合は中高層条例の範囲（建物高さの

2 倍の 60ｍ）に説明を行った。環境アセ

スは敷地境界から 200ｍの範囲に説明会

の案内をした。   
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表 5-1-2(2)  説明会の開催状況（1 回目） 

番号 質問・意見 回答 

4 

産業道路の交通量を知らないの

か。事故も起きている。責任を取

れるのか。予測をしても交通量が

増えたら事故が起きることは変わ

りない。 

予測結果については今後有識者から意見

を受ける。 
計画地はもともと更地ではなく、現況の

出入口と変えることなく使用し、適切に

安全対策を講じる。 

5 

このまま工事が進むのか。 住民は意見書を提出でき、その意見書を

伊丹市が集約し、事業者は回答する。そ

の回答に対して有識者の意見をもらい、

問題があると言われた場合は適切に対応

する。その後、アセス手続き完了した

後、来年 2 月に工事着工を想定してい

る。 

6 

周辺にすでに多くの物流施設があ

る、あるいは建設中であるのに、

なぜまた新しい物流施設を建てる

のか。 

コニカミノルタの跡地の物流がどういう

意図をもって物流施設が建設されたかは

分かりかねるが、野村不動産としては周

辺の IC からの近さや産業道路（国道 171
号、176 号）がある、大阪市内に近いこ

とが主な理由である。 

7 

野村不動産なのだから、まちづく

りとして、マンションなどを作っ

てほしかったということだと思

う。 
新名神の山奥にたくさんの物流施

設が建っているので、物流施設は

そのような所に建設すれば良いと

思っていて、住宅地の中に建設す

るのはいかがなものなのかと思

う。 
自分の家の横にできると想像して

計画してほしかった。 

ご意見として承る。ただし、今回の地域

が工業地域という点が前提にあり、要約

書の初めに記載しているような趣旨をも

とに建設することをご理解いただきた

い。 
昨今の物流は社会インフラとなってお

り、山の中や郊外に物流施設を建設する

と、ワーカーの確保が難しい点や配達時

間、ドライバーの長距離運転が多くなる

など問題があり、今までの物流の状況と

変わってきている。 

8 

物流施設の入り口に右折レーンを

付けないと追突など事故が起きる

可能性が高いと思うので、コーナ

ンの所と物流施設の入口に右折レ

ーンを設置して、事故が起こらな

いようにしてほしい。 

本計画では Nidec の出入口をそのまま使

用する。中央分離帯部分に右折ができる

切込みがあり、これを右折レーンとして

考えた場合、右折レーンの形状を良い形

状に変更できないか警察と協議してい

る。コーナン前には右折レーンはない。 
ただし、周辺の大きな交差点などは一企

業ではどうすることにもできないので、

道路管理者に委ねる所もある。 

9 
物流施設の高さを低くできない

か。 
伊丹空港の高さ制限を守りながら計画を

行っている。また、容積率は減らす（余

らせる）計画としている。 
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（2）2 回目（6 月 10 日（火）） 

 
表 5-1-3(1) 説明会の開催状況（2 回目） 

番号 質問・意見 回答 

1 
交通の工事中のピーク時はなぜ朝

のラッシュ時に当てはめているの

か。 

工事計画は類似施設をもとに想定してい

る。基本的に工事は朝から始まるので、

朝のラッシュ時に通勤することになる。 

2 

鋳物師 5 丁目から入場すると思う

が、1 時間に 110 台（32 秒に 1
台）の車が入庫するが、信号は 2
分しかない。鋳物師交差点でうま

くさばけるものなのか。 

交通の評価は入庫する車の最大の場合を

用いて評価を行っている。誘導員が設置

されていると思われるものの、他の対応

としては、施行業者に右折入退場を避け

るように指導を行う。 

3 
右折入場禁止にしたらどこで U タ

ーンするのか。 
U ターンではなく、別の道を利用して左

折できるように指導する。 

4 

最大というが、110 台のときがあ

るということか。 
そういうことである。ただし、110 台が 2
年間ずっと続くわけではない。 

工事業者の方に乗り合わせで来てもら

う、電車できてもらうことも依頼する。

ピーク時は右折入場を避けてもらうよう

施工業者に伝える。こういった配慮を行

っていく。 

5 

工事中の出勤を前後にずらすこと

はできないか（時差出勤）。 
工事の特性上難しいかもしれないが、工

事業者が決まり次第、時差出勤や公共交

通機関による出勤、乗り合わせによる出

勤を申し伝えることはできる。 

6 

来年から子供たちが集団登校では

なくなるので、通学時間である 7
時半から 8 時 10 分までは配慮する

時間帯にしていただきたい。 

施工業者が決まったら、今いただいた情

報を基に、安全対策を現場の方に適切に

させるように指導する。新規入場者教育

でも伝える。 

7 

鋳物師 5 丁目の交差点の右折矢印

が道路上に無いが、県と調整をし

ているのか。 
また、右折に関して、供用後もこ

の道路をどうしていくのかという

話し合いはあるのか。話し合いを

している場合、どうしていくとな

っているのか。 

鋳物師 5 丁目交差点は、道路形状上、右

折ができる形となっている。Nidec も右

折入場退場をしていた。 
安全面と交通混雑の面から、可能な時は

右折を行う計画であり、ピーク時は右折

を控えるように指導する。 

事業者として、右折車両が連なって渋滞

になるようなことはしない。夜など、交

通渋滞の観点から問題ない時は右折入場

を実施していく。 

8 
誘導員（人的誘導）は具体的に何

名を想定しているのか。 
入口 1 ヶ所なので、基本的に 1 名ではあ

るが、状況を見ながらの判断になる。   
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表 5-1-3(2)  説明会の開催状況（2 回目） 

番号 質問・意見 回答 

9 

右折入場については少なくとも工

事中は禁止にしてほしい。小さい

工事の場合は、工事中は右折禁止

にしてもらっている。 
また、県道尼崎池田線を U ターン

しないようにもしてほしい。 
路上駐車もないようにしてほし

い。 
県や市としっかり協議してほし

い。 

工事業者が決まった時点で遵守事項を取

りまとめていこうと思っている。いただ

いた意見も踏まえて検討を行う。 

10 

搬入経路や時間の制限をメールで

周知などをして指示できるはず。

特に右折入場禁止については、絶

対に書いてほしい。徹底してほし

い。 

施工業者が決まったら、遵守事項を定め

ていく。今回のご意見を踏まえて決定し

ていく。 

11 周知徹底する内容を明文化してほ

しい。 
遵守事項はご隣接の方々にはお伝えす

る。 

12 

施工業者はいつ決まるのか。下請

け孫請けになるのではないか。入

札なのではないか。 

現在は熊谷組に依頼して設計を行ってい

る。施工に関しては、コスト協議を行っ

ている最中。 
想定で、一般的には年明け（工事着工の

1～2 か月前）に決まることが確定（契

約）すること多い。入札ではない。 

13 

エンゼルハイムの北側の道を従業

員の車が通らないようにしてほし

い。 

県道尼崎池田線を通る計画として推奨ル

ートとしている。エンゼルハイムの北側

の道は通行禁止の道ではないので、禁止

はできない。 

14 

通る可能性があるのであれば、エ

ンゼルハイム前の道路は環境影響

評価の対象にならないのか。 

大前提として、県道尼崎池田線を使う想

定としている。 
店舗を作る場合は、お客がどの方面から

来るのか推測することは可能だが、今回

のようなケースは職人等がどこに住んで

いるのか把握は出来かねる。そのため、

産業道路である尼崎池田線を評価対象と

した。 

15 

雨の日は北側（エンゼルハイム

側）から飛行機が着陸することも

あるが、物流施設の高さは安全面

から見て大丈夫なのか。高さを 3
階にしてほしい。 

高さについては航空法に基づいて計画を

している。 

16 
建設工事の時に、工事工程を周辺

住民に伝えるようなシステムを作

ってほしい。 

他社でもやっているケースはあるので、

施工業者が決まり次第調整して、対応し

ていきたい。 

17 説明会を今後も行ってほしい。 今回は、環境アセスの説明会は敷地境界

から 200ｍの範囲で行った。   
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5-2.第2次住民意見の概要及び事業者の見解 

本環境影響評価では、前掲図 4-1 に示した工事中及び供用時の環境影響に留意する範

囲を対象に住民説明会を実施するなど環境影響評価の結果について周知を図り、住民

意見を募った。 
伊丹市環境影響評価に関する要綱第 14 条の規定による第 2 次住民意見書は、市趙宛

てに全 48 件提出された。 
 

表 5-2-1 第 2 次住民意見の概要と事業者の見解 

No. 住民意見 事業者見解 

1 【要旨】 
環境悪化の意見要望 
【内容】 
豊中市に50年近く居住しておりましたが
2度の震災や台風に遭遇し自身の高齢もあ
り戸建てのメンテナンスも難しく娘夫婦
が居住中の当マンションに引越しまし
た。駅も近く見通しも良く環境に満足し
ておりましたが流通ビルが建つ事により
風通しが非常に悪くなります。 
野村不動産、流通ビルを調べましたが殆
どが人口密度が少なく居住者用の建物も
少ない場所が殆どです。 
当土地が工業地の為、規制がゆるく許可
されるのでしょうか。昔と違って学校も
多く子供達も増えております。 
これ以上、大型車両の通行量の増えるの
は辛いです。御配慮をお願い致します。
川西市には能勢方面に流通ビルを建設中
です。 

風害につきましては、当該建築物は、
周辺建物との離隔を確保していること
や、高層建築物に該当しないことから、
著しい影響はないと考えております。 

交通安全につきましては、県道尼崎池
田線を経路設定しており、生活道路は経
路設定しておりません。入居するテナン
トには生活道路に進入することがないよ
うに要請します。歩行者等への交通安全
対策としましては、運転者の安全運転の
徹底を図るともに、車両出入口において
出庫警報装置の設置、誘導員の配置を検
討しています。 

2 
 

【要旨】 
反対 
【内容】 
工業地域に住んでいる私たちの人権はど
うでもいいのでしょうか？説明会でも、
工業地域だからというきりすてられるよ
うな内容だったと聞きました。1 番日当
たりが欲しい冬に陰になり、本来なら暖
房もいらないぐらい暖かい室内が陰にな
る事で無駄に暖房もつけないといけなく
なり、出費も増える、視界も悪くなる、
そんなマンションは誰も買わなくなる、
物件価値が下がる、誰が保証してくれま
すか？人通りの激しい歩道にトラックが
行き来し、事故が防げますか？ホントに
こんな巨大な建物が建つのがわかってた
ら、こんなマンション買いませんでした
よ！断固反対です！せめて、コーナン程
の高さにとどめるべきです！ 

日照阻害につきましては、建築基準法
上の規制に適合させ、更に当該地におい
て許容される建物大きさを最大限度まで
利用せず、建物壁面の後退、建物高さを
調整するなど、事業者が可能な対策をし
ています。 

交通安全対策としましては、運転者の
安全運転の徹底を図るともに、車両出入
口において出庫警報装置の設置、誘導員
の配置を検討しています。 

3 
 
 

【要旨】 
健康面、安全面、資産価値面他悪影響が
予想され、住環境が破壊されることから
計画の再考もしくは規模の大幅な縮小を
求めます。 
 
（次頁につづく） 

日照阻害につきましては、当該地にお
いて許容される建物大きさの最大限度ま
で利用せず、建物壁面の後退、建物高さ
を調整するなど、事業者として可能な限
り、日影の影響の低減に取組んでいま
す。 
（次頁につづく） 
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（前頁からのつづき） 
【内容】 
本件計画はあまりにも巨大な施設であ
り、隣接する集合住宅に居住する者にと
って、今後の生活への影響を考えると決
して看過することはできないものです。
当該地域は 100 年にわたり工作機械メー
カーの用地でありましたが、周辺は一般
住宅と商業施設が混在しており、最寄り
の北伊丹駅も近く、巨大な物流施設を建
設するのに相応しい土地であるとは思え
ません。 
事業主からは、工業地域の特性から利用
方法が限られていること、日影制限もな
いとの説明がありました。マンションの
高さをゆうに超える巨大な建物が現れる
ことで梅田まで見渡せる景観は失われ、
冬至期の日照は南面では 9:00～11:00、
13:00～16:00 の時間帯に影響を受ける図
面となっています。その他施設側に設置
される窓、バルコニーによるプライバシ
ー面、巨大太陽光パネルによる影響等が
あげられます。 
 計画では、24 時間稼働、1 日 1000 台の
トラックが出入り予定であり、300 台を
超える従業員駐車場が計画されていま
す。周辺道路の渋滞、待機車両の駐停車
が予想され、夜間を含めて通勤、通学
他、移動時の交通事故防止についての安
全面対策はどのように講じられるのでし
ょうか？大型車両通行増加による騒音、
振動、粉塵、大気汚染等の影響はないの
でしょうか？環境悪化により居住マンシ
ョンの資産価値が下がることになっても
致し方ないことなのでしょうか？ 
 産業道路側から北伊丹駅への道路は非
常に不便であり、巨大物流倉庫建設によ
りその改善は望めなくなります。商業施
設、マンション等を誘致する他、西猪名
公園との間に歩道等を通すことで駅まで
の道が便利になれば、より良い地域の発
展につながっていくのではないでしょう
か？周辺地域も含めた住民の利便性が向
上、人口増加も期待できるものと思われ
ます。用途地域変更の検討も含め、是非
とも計画の再考を願いたい。 

（前頁からのつづき） 
窓、バルコニー位置等につきまして

は、消防局等の指導のもと計画していき
ますが、窓ガラスに目隠し用のシートを
貼る等の工夫など、可能な限りプライバ
シーへの配慮を検討します。 

太陽光パネルの設置による光害につき
ましては、周辺住居へ反射光が達しない
よう設計します。 

渋滞につきましては、周辺交差点 4 箇
所において現況調査を行ったうえで需要
率等の将来予測を行い、著しい交通への
影響は生じないと評価しております。ま
た、入居テナントへ現況の周辺交通状況
を申し伝え、適切な運行計画を検討でき
るようにします。 

待機車両につきましては、物流施設の
運用において、場外での待機車両が発生
しないよう、十分なトラックバース数を
確保しており、また、トラックバース予
約管理システム等の導入により、円滑な
運行を図ります。 

関係車両等による騒音・振動・大気汚
染等につきましては、現況調査を行った
うえで、将来の騒音・振動・大気汚染
（NO2、SPM）等の予測を行い、環境基準
や要請限度と照し合せ、著しい影響は生
じないと評価しています。また、トラッ
クバースを建物に内包化、周辺住居に配
慮した敷地内の車両走行ルートの設定、
敷地内における徐行の徹底など事業者が
可能な対策をしています。 

歩行者等への交通安全対策につきまし
ては、運転者の安全運転の徹底を図ると
もに、車両出入口において出庫警報装置
の設置、誘導員の配置を検討していま
す。 

4 
 
 
 

【要旨】 
１．騒音・振動による生活環境の悪化 
２．大気汚染・粉塵による健康被害 
３．交通量の著しい増加と交通安全への
脅威 
４．日照・眺望・プライバシーの侵害 
５．景観の悪化と地域イメージの変容 
 
 
 
 
（次頁につづく） 

機械設備等（室外機等）の騒音につき
ましては、現況調査を行ったうえで、将
来の騒音の予測を行い、規制基準と照し
合せ、著しい影響は生じないと評価して
います。振動については、振動が生じる
設備は設置しない計画としています。 

 
 
 
 
 

（次頁につづく） 
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（前頁からのつづき） 
【内容】 
１．大型トラックの頻繁な出入り、24 時

間体制での荷役作業（フォークリフ
トの稼働音、貨物の積み下ろし音
等）、空調設備や冷凍・冷蔵設備の室
外機などから発生する騒音・振動
は、私たちの睡眠を妨げ、日中の静
穏を著しく損なう恐れがあります。
特に夜間・早朝の騒音は、心身の健
康に深刻な影響を与えかねません。 

２．多数の大型車両の通行に伴う排気ガ
ス（NOx、PM2.5 等）の増加は、大気
汚染を悪化させ、呼吸器系疾患など
の健康被害を引き起こすリスクを高
めます。また、工事中および施設稼
働後の粉塵の飛散は、洗濯物や窓の
汚れだけでなく、アレルギー症状の
悪化なども懸念されます。 

３．大型車両の通行量が大幅に増加する
ことにより、周辺道路の渋滞が悪化
するだけでなく、歩行者（特に子ど
もや高齢者）の安全が著しく脅かさ
れることが予想されます。通勤・通
学時間帯の安全性確保は喫緊の課題
です。また、違法駐車や一方的な幅
寄せなど、大型車両特有の交通マナ
ー問題も懸念されます。 

４．大型施設の建設による日照阻害や圧
迫感、眺望の変化は、私たち居住環
境の質を著しく低下させます。ま
た、高層階からの視線によるプライ
バシー侵害の可能性も考慮されるべ
きです。 

５．大規模な物流施設は、周囲の景観に
大きな影響を与えます。無機質な外
観や広大な駐車場は、地域全体の景
観を損ない、私たちが長年育んでき
た地域への愛着を揺るがしかねませ
ん。 

（前頁からのつづき） 
渋滞につきましては、周辺交差点 4 箇

所において現況調査を行ったうえで需要
率等の将来予測を行い、著しい交通への
影響は生じないと評価しております。ま
た、入居テナントへ現況の周辺交通状況
を申し伝え、適切な運行計画を検討でき
るようにします。 

歩行者等への交通安全対策としまして
は、運転者の安全運転の徹底を図るとも
に、車両出入口において出庫警報装置の
設置、誘導員の配置を検討しています。 

待機車両につきましては、物流施設の
運用において、場外での待機車両が発生
しないよう、十分なトラックバース数を
確保しており、また、トラックバース予
約管理システム等の導入により、円滑な
運行を図ります。 

日照阻害につきましては、建築基準法
上の規制に適合させ、更に当該地におい
て許容される建物大きさを最大限度まで
利用せず、建物壁面の後退、建物高さを
調整するなど、事業者が可能な対策をし
ています。 

窓、バルコニー位置等につきまして
は、消防局等の指導のもと計画していき
ますが、窓ガラスに目隠し用のシートを
貼る等の工夫など、可能な限りプライバ
シーへの配慮を検討します。 

景観につきましては、現況調査を行っ
たうえで、将来の景観の変化をフォトモ
ンタージュによる予測を行い、著しい影
響は生じないと評価しています。また、
伊丹市、川西市の景観審議会等において
助言・指導をうけ、両市の景観計画に適
合したものとします。 

5 
 
 
 

【要旨】 
― 
【内容】 
物流倉庫建設により、心配なのが騒音、
空気汚染、交通状況の悪化です。元々、
騒音のある地域の為窓を開けれるのが実
質夜間だけですが、夜間に騒音のひどい
トラックの往来がある事は、大変気がか
りです。それよりもっと心配なのが、交
通状況の悪化です。13 号産業道路は近年
記憶にあるだけでも複数の死亡交通事故
の発生し、物流倉庫がなかったとしても
交通状況の改善が強く必要な地域でし
た。その上自転車や学生、子供、お年寄
りの往来も大変多く、昨年死亡事故が発
生したコーナンのとなりという事で、正
直事故が起きないはずがありません。 
（次頁につづく） 

関係車両等による騒音・振動・大気汚
染等につきましては、現況調査を行った
うえで、将来の騒音・振動・大気汚染
（NO2、SPM）等の予測を行い、環境基準
や要請限度と照し合せ、著しい影響は生
じないと評価しています。また、トラッ
クバースを建物に内包化、周辺住居に配
慮した敷地内の車両走行ルートの設定、
敷地内における徐行の徹底など事業者が
可能な対策をしています。 

歩行者等への交通安全対策としまして
は、運転者の安全運転の徹底を図るとも
に、車両出入口において出庫警報装置の
設置、誘導員の配置を検討しています。 
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（前頁からのつづき） 
渋滞の悪化に伴う運転車のストレスから
引きおこされる事故も容易に想像できま
す。物流倉庫建設自体大反対です。人命
優先でお願いしたいです。今のまま何の
対策もなしに（HP での対策は見ましたが
この内容では全く安全は守られないと、
長年この地域に住み、歩行車としても、
車の運転者としてもこの道路を利用して
きた者として断言できます）建設、運用
が始まれば、必ず重大事故が発生しま
す。家族には、もし物流倉庫ができた際
は、コーナン側の歩道は使わず、反対側
を使うよう促すつもりです。なぜこのよ
うな安全を守る事が難しい地域に建設す
るのか正直理解不能です。物流倉庫がも
し建設、運用されれば安全、騒音等の状
況は注意深く監視、問題があれば SNS 等
で世間にちく一提起してまいります。安
全、命を守るために、聞きたいことが
色々ありますので、連絡して頂ければあ
りがたい次第です。長文失礼いたしまし
た。 

6 【要旨】 
「（仮称）北伊丹物流施設計画」について
周辺住民の環境影響（悪化）による大規
模な建設に反対 
【内容】 
上記、周辺住民（特に、川西市久代 6 丁
目 2-2 や 6 丁目 2-3 の住民にとって現環
境よりかなり悪化すると思われる。 
１．騒音（この地域にとって伊丹空港の

離発着コースの真下で、エンジン全
開で離陸する音で難聴をきたすレベ
ルです。その上、上記トラック等の
大型車や従業員の車の騒音 

２．建物の北側にベランダを作る等、防
犯上の観点 
３．周辺道路の交通量の増加や交通事故
の懸念 
４．日照権もかなり犯されます。（日当た

りや通風がよいと買ったマンション
も台無しになります）この地域が工
業地域だからといって、伊丹市の住
民（北伊丹 8 丁目の ACT ステージ伊
丹）のマンション住民よりも川西市
域側（特に建設予定地建物の北側）
川西市久代 6 丁目 2-2 や久代 6 丁目
2-3 の地域住民の環境悪化が顕著に
表われると予想します。よって、も
っと高さを低くし、トラックや車の
台数を制限し、24 時間稼働をなくし
夜間の静寂を保つように、伊丹市長
様は隣接する川西市の住民へのご配
慮も考えていただきたいとお願い致
します。それが、伊丹市住民にとっ
ても、住みよい環境になると思いま
す。 

関係車両等による騒音につきまして
は、現況調査を行ったうえで、将来の騒
音の予測を行い、規制基準と照し合せ、
著しい影響は生じないと評価していま
す。また、トラックバースを建物に内包
化、周辺住居に配慮した敷地内の車両走
行ルートの設定、敷地内における徐行の
徹底など事業者が可能な対策をしていま
す。 

窓、バルコニー位置等につきまして
は、消防局等の指導のもと計画していき
ますが、窓ガラスに目隠し用のシートを
貼る等の工夫など、可能な限りプライバ
シーへの配慮を検討します。 

渋滞につきましては、周辺交差点 4 箇
所において現況調査を行ったうえで需要
率等の将来予測を行い、著しい交通への
影響は生じないと評価しております。ま
た、入居テナントへ現況の周辺交通状況
を申し伝え、適切な運行計画を検討でき
るようにします。 

日照阻害につきましては、建築基準法
上の規制に適合させ、更に当該地におい
て許容される建物大きさを最大限度まで
利用せず、建物壁面の後退、建物高さを
調整するなど、事業者が可能な対策をし
ています。 
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7 【要旨】 
１．夜間の騒音 
２．交通量 
【内容】 
１．24 時間とのことなので、トラックの

排気音、空気汚染が不安です。住宅
地の環境基準である 45 デシベル以下
に抑えていただけるのか。工業地帯
ではあるが、住んでいる人がいる以
上、うるさいのは迷惑であり、この
ような建築物が建つ予定なら購入し
なかった。 

２．産業道路は通常でさえ、交通量がと
ても多いです。子育て世帯である身
としては、大きなトラックが多く出
入りするというのは、事故のリスク
が上がります。絶対に事故が起きな
いと約束が出来ないならば、リスク
を減らすためにも反対します。 

関係車両等による騒音・大気汚染等に
つきましては、現況調査を行ったうえ
で、将来の騒音・大気汚染（NO2、SPM）
等の予測を行い、環境基準と照し合せ、
著しい影響は生じないと評価していま
す。また、トラックバースを建物に内包
化、周辺住居に配慮した敷地内の車両走
行ルートの設定、敷地内における徐行の
徹底など事業者が可能な対策をしていま
す。 

交通安全につきましては、県道尼崎池
田線を経路設定しており、生活道路は経
路設定しておりません。入居するテナン
トには生活道路に進入することがないよ
うに要請します。歩行者等への交通安全
対策としましては、運転者の安全運転の
徹底を図るともに、車両出入口において
出庫警報装置の設置、誘導員の配置を検
討しています。 

8 【要旨】 
24 時間稼動について 
【内容】 
24 時間稼動により、夜間の騒音やトラッ
クが多くなることにより粉塵による大気
汚染が懸念される為、トラックの台数を
制限するなどして上記の問題が起こらな
いように配慮してほしい。 

関係車両等による騒音・大気汚染等に
つきましては、現況調査を行ったうえ
で、将来の騒音・大気汚染（NO2、SPM）
等の予測を行い、環境基準と照し合せ、
著しい影響は生じないと評価していま
す。また、トラックバースを建物に内包
化、周辺住居に配慮した敷地内の車両走
行ルートの設定、敷地内における徐行の
徹底など事業者が可能な対策をしていま
す。 

9 【要旨】 
日照時間がへることと、圧迫感がある。
又、交通が混雑になり、車の流通が悪く
なるので反対です。 
【内容】 
車の渋滞が予想され、住む側は窓を開け
ることも困難になる。洗濯物が乾かず、
特に冬は日が当たらない。マンションの
資産価値が下がり、いいことは何ひとつ
ありません。とにかく反対です。 

渋滞につきましては、周辺交差点 4 箇
所において現況調査を行ったうえで需要
率等の将来予測を行い、著しい交通への
影響は生じないと評価しております。ま
た、入居テナントへ現況の周辺交通状況
を申し伝え、適切な運行計画を検討でき
るようにします。 

日照阻害につきましては、建築基準法
上の規制に適合させ、更に当該地におい
て許容される建物大きさを最大限度まで
利用せず、建物壁面の後退、建物高さを
調整するなど、事業者が可能な対策をし
ています。 

10 【要旨】 
通学路に近い場所に巨大物流施設を建て
ることは子どもたち、地域の安全・環境
に悪影響を及ぼすため慎重に考える必要
があるということです。 
【内容】 
通学路でもある場所に巨大物流施設を建
てるのには、いくつか心配があります。
まず 1 日に 1000 台以上のトラックが出入
りすることで交通事故のリスクが高まり
ますし、24 時間稼動で渋滞や騒音、排ガ
スの問題もあります。 
 
 
（次頁につづく） 

交通安全につきましては、県道尼崎池
田線を経路設定しており、生活道路は経
路設定しておりません。入居するテナン
トには生活道路に進入することがないよ
うに要請します。歩行者等への交通安全
対策としましては、運転者の安全運転の
徹底を図るともに、車両出入口において
出庫警報装置の設置、誘導員の配置を検
討しています。 
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（前頁からのつづき） 
さらに南海トラフなどの自然災害が起き
た場合、施設や道路が壊れやすくなり、
住民の安全確保や避難も難しくなる恐れ
もあります。もともと交通量も多い場所
に無計画に大きな物流施設を作るのは、
とても危険だと考えます。安全と安心を
第一に考えるべきだと思います。 

11 【要旨】 
１．物流施設の稼働時間の要望 
２．従業員出勤、退勤の問題 
【内容】 
１．早朝及び夜間のトラックの乗り入れ

は近隣住民にとって大きなストレス
になりあたえる影響はあまりに大き
す ぎ る 最 低 限 稼 働 時 間 を 9:00 ～
17:00 にして下さい。 

２．従業員駐車場が 300 台確保されてい
ますが、この方たちの出退勤時いず
れは道幅のせまい生活道路まで入り
かねないのでエンゼルハイム前の路
は通行禁止にして下さい。 

関係車両等による騒音につきまして
は、現況調査を行ったうえで、将来の騒
音の予測を行い、規制基準と照し合せ、
著しい影響は生じないと評価していま
す。また、トラックバースを建物に内包
化、周辺住居に配慮した敷地内の車両走
行経路の設定、敷地内における徐行の徹
底など事業者が可能な対策をしていま
す。 

入退場経路につきましては、県道尼崎
池田線を経路設定しており、生活道路は
経路設定しておりません。入居するテナ
ントには生活道路に進入することがない
ように要請します。歩行者等への交通安
全対策としましては、運転者の安全運転
の徹底を図るともに、車両出入口におい
て出庫警報装置の設置、誘導員の配置を
検討しています。 

12 【要旨】 
24 時間物流センターの稼働による健康被
害等について 
【内容】 
・24時間稼働により騒音、排ガス等によ

る健康被害と安眠妨害（窓が開けれな
い）二重サッシの強力な窓を要請しま
す。 

・交通渋滞による環境負荷の増加、危険
性の増大 
・トラックのアイドリングによる騒音 
・物流センターの高さによる景観への影
響 
・不動産価値の下落 
・野村不動産ご担当者様、貴方の家の横
に 24 時間稼働の物流センターができれば
賛成しますか？（ショッピングモールに
してください） 

関係車両による騒音・大気汚染等につ
きましては、現況調査を行ったうえで、
将来の騒音・大気汚染（NO2、SPM）等の
予測を行い、環境基準と照し合せ、著し
い影響は生じないと評価しています。ま
た、トラックバースを建物に内包化、周
辺住居に配慮した敷地内の車両走行ルー
トの設定、敷地内における徐行の徹底な
ど事業者が可能な対策をしています。 

渋滞につきましては、周辺交差点 4 箇
所において現況調査を行ったうえで需要
率等の将来予測を行い、著しい交通への
影響は生じないと評価しております。ま
た、入居テナントへ現況の周辺交通状況
を申し伝え、適切な運行計画を検討でき
るようにします。 

景観につきましては、現況調査を行っ
たうえで、将来の景観の変化をフォトモ
ンタージュによる予測を行い、著しい影
響は生じないと評価しています。また、
伊丹市、川西市の景観審議会等において
助言・指導をうけ、両市の景観計画に適
合したものとします。 

その他、ご要望等については承りまし
た。 
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【要旨】 
大阪機工後地の流通センター建設につい
て 
 
 
（次頁につづく） 

関係車両等による騒音につきまして
は、現況調査を行ったうえで、将来の騒
音の予測を行い、規制基準と照し合せ、
著しい影響は生じないと評価していま
す。 
（次頁につづく） 
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（前頁からのつづき） 
【内容】 
神戸震災後“これは安全なマンション”
と移住した。上空のことに気付かず。と
ころが上空の騒音にびっくり。同館に住
んでる孫（その当時（女児）保育園他
兄）小さい手で耳をふせいでいた始末。
テレビも話し声も、聞き取りにくい状
態！ましてや 10 階建てが！今更移転も不
可！1 階の人達はこれ以上今から暗い思
いをしている始末。長い人生困ったもの
です！何とか考えてください！御自分の
身になって！！！どうか宜敷くお願い申
し上げます。 

（前頁からのつづき） 
また、トラックバースを建物に内包

化、周辺住居に配慮した敷地内の車両走
行ルートの設定、敷地内における徐行の
徹底など事業者が可能な対策をしていま
す。 
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【要旨】 
以下に不安に思うことを示します（治
安、騒音・振動、明かり、窓、太陽光発
電パネル、交通、そしてそもそもの需
要）これらを解消するよう改善を要望し
ます。 
【内容】 
【24 時間稼動による①治安やモラルの低
下②関係車両出入りに伴う騒音・振動③
施設の深夜帯の照明（光害）④施設の窓
からマンションが覗かれる（プライバシ
ーの侵害）】【太陽光パネルについて①発
電による火災の拡大、近年被害が増大す
る台風など暴風でパネルが吹き飛んだ際
の二次災害リスク②現在流通するパネル
の 80%が中国製品で「遠隔操作でトラブ
ルを生じさせ、広域停電を引き起こされ
る可能性（ロイター通信）の指摘」（令和
7 年 5 月 21 日・産経新聞報道）】【交通事
故について①令和 6 年 11 月に死亡事故発
生②路上待機駐車③抜け道として生活道
路通行】【需要について伊丹高台にも ESR
の物流センターが存在、また川西市東畦
野にも同施設、そもそもそこまでの必要
性はあるのか】 

治安につきましては、警備員が 24 時間
常在する計画としています。 

関係車両等による騒音・振動につきま
しては、現況調査を行ったうえで、将来
の騒音・振動・の予測を行い、環境基準
や要請限度と照し合せ、著しい影響は生
じないと評価しています。また、トラッ
クバースを建物に内包化、周辺住居に配
慮した敷地内の車両走行ルートの設定、
敷地内における徐行の徹底など事業者が
可能な対策をしています。 

施設内の照明につきましては、照明の
向きを調整し、周辺建物に配慮いたしま
す。 

窓、バルコニー位置等につきまして
は、消防局等の指導のもと計画していき
ますが、窓ガラスに目隠し用のシートを
貼る等の工夫など、可能な限りプライバ
シーへの配慮を検討します。 

太陽光パネルの設置につきましては、
国が定める基準に準拠したものとしま
す。 

歩行者等への交通安全対策としまして
は、運転者の安全運転の徹底を図るとも
に、車両出入口において出庫警報装置の
設置、誘導員の配置を検討しています。 

待機車両につきましては、物流施設の
運用において、場外での待機車輛が発生
しないよう、十分なトラックバース数を
確保しており、また、車両ナンバー認証
システム、トラックバース予約管理シス
テム等の導入により、円滑な運行を図り
ます。 

入退場経路につきましては、県道尼崎
池田線を経路設定しており、生活道路は
経路設定しておりません。入居するテナ
ントには生活道路に進入することがない
ように要請します。 

物流施設の需要につきましては、当該
エリアは都市型物流施設の立地ポテンシ
ャルを十分に有すると考えております。 
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【要旨】 
建物の縮小 
【内容】 
・近隣にある ESR 物流も建設だけして機
能していない。 
・隣りに住むものとして、規模が大きす
ぎて環境汚染を懸命する。 

物流施設の需要につきましては、当該
エリアは都市型物流施設の立地ポテンシ
ャルを十分に有すると考えております。 

環境影響につきましては、現況調査を
行ったうえで、将来の騒音・振動・大気
汚染等の予測を行い、環境基準や要請限
度と照し合せ、著しい影響は生じないと
評価しています。また、トラックバース
を建物に内包化、周辺住居に配慮した敷
地内の車両走行ルートの設定、敷地内に
おける徐行の徹底など事業者が可能な対
策をしています。 

16 
 
 
 

【要旨】 
近隣の交通安全。 
【内容】 
新物流倉庫からの入出及び待機車輌、動
線を事故がないようにどこまで考えてい
るのか、ルールを決めても、現状守られ
る保障がない、コーナンの前の道路、R
がある為に見通しが悪い、エンゼルハイ
ムへ入る信号には時差（矢印）がない為
に産業道路からの右折が難しくキケン、
その道路に車輌が増える（待機も含め）、
キケン極りない、そしてそこが通学路、
かなり厳しいルールがないといろいろな
形で事故が起るのがみえる。※取り敢え
ず、エンゼルハイム前の信号を矢印信号
にすることは必須、エンゼルハイム前の
道路の関係者の通行禁止 

待機車両につきましては、物流施設の
運用において、場外での待機車輛が発生
しないよう、十分なトラックバース数を
確保しており、また、車両ナンバー認証
システム、トラックバース予約管理シス
テム等の導入により、円滑な運行を図り
ます。 

現況道路の形状等に対するご意見・ご
要望につきましては、警察や道路管理者
等の関係機関にお伝えします。 

歩行者等への交通安全対策としまして
は、運転者の安全運転の徹底を図るとも
に、車両出入口において出庫警報装置の
設置、誘導員の配置を検討しています。 

入退場経路につきましては、県道尼崎
池田線を経路設定しており、生活道路は
経路設定しておりません。入居するテナ
ントには生活道路に進入することがない
ように要請します。 

17 【要旨】 
Nidec 敷地跡の物流倉庫建設の環境への
影響について 
【内容】 
・大型のトラックが頻繁に通行すること
で通学路の安全の確保が出来るかの不
安。 
・24 時間稼動することで夜の静かな生活

空間の確保（伊丹空港は 21 時以降の発
着は規制されています） 

・屋上に太陽光パネルを載せることで熱
の放出や反射光の影響 

入退場経路につきましては、県道尼崎
池田線を経路設定しており、生活道路は
経路設定しておりません。入居するテナ
ントには生活道路に進入することがない
ように要請します。 

関係車両等による騒音につきまして
は、現況調査を行ったうえで、将来の騒
音の予測を行い、規制基準と照し合せ、
著しい影響は生じないと評価していま
す。また、トラックバースを建物に内包
化、周辺住居に配慮した敷地内の車両走
行ルートの設定、敷地内における徐行の
徹底など事業者が可能な対策をしていま
す。 

太陽光パネルの設置による光害につき
ましては、周辺住居へ反射光が達しない
よう設計します。 

18 【要旨】 
(仮称)北伊丹物流施設建設に関する要望 
【内容】 
当マンションの高さより高い建物になる
とお聞きしましたが、伊丹空港が目の前
にあって航空機のルートになっており、
高さ30ｍ近い建物だと非常に危険を伴う
可能性があります。 
（次頁につづく） 

計画建築物高さにつきましては、航空
法で定める高さ制限以下とします。 

眺望につきましては、当該地において
許容される建物大きさを最大限度まで利
用せず、建物壁面の後退、建物高さを調
整するなど、事業者として可能な限り、
眺望への配慮に取組んでいます。 
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（前頁からのつづき） 
また、景観も悪くなり、当マンションの
価値が下がる恐れがありますのでせめ
て、もう少し建屋の高さを低くしていた
だきたい。 

19 
 

【要旨】 
日照権の問題だけではなく、物流センタ
ーが建つ周辺環境は 30 年間の間で工場は
少なくなり、人が生活する住宅地に変わ
っている。マンション、商業施設、病院
などが隣接しており、工業地区だからと
周辺環境、住民の生活の事を考えず工業
地区用件での建設をして良いのでしょう
か？ 
我が家からは、外の景観は全て高い建物
になり、空も見えなくなるでしょう。も
ともと高い建物がなく開放感があるので
購入した物件ですので、これからずっと
塀の中にいる気分で生活をしていくと思
うと、気分も暗くなり、精神的な負担に
なっています。 
【内容】 
物流センターの計画地は、伊丹市、川西
市、兵庫県の境目にある土地ですので 
余り関心がない土地かもしれないです
が、JR 北伊丹駅から 10 分、15 分の場所
にあります。 
大阪駅まで電車で 20 分で、交通の便の良
い、まあまあ立地の良い土地だと思いま
す。 
北伊丹駅の前には、県立西稲名公園があ
り、環境も良いところです。今回物流セ
ンターが建つ土地は、公園から産業道路
に繋がる土地です。 
兵庫県と協力して 駅から産業道路まで
の道路を作れば駅前ですので、もっと
色々な計画が出来る土地でしたのに、不
動産会社に購入され とても残念です。
公園も、プールだけでなく何か遊具など
があれば 1 年中家族連れが来れる憩いの
場所になったでしょう。または、駅近で
すので、マンションや商業施設など様々
な可能性がある土地でした。 
物流センターを建てるには大変もったい
ない土地で残念でなりません。視察に来
てもらえればもったいないとわかると思
います。 
この様な可能性のある土地に、借り手も
決まっていない巨大な物流センターを建
てる意味があるのでしょうか？ 
猪名川町や一の鳥居にも 巨大な物流セ
ンターが出来ていると聞きます。威圧感
が凄いそうです。こんなに沢山の借り手
のわからない、物流センターはいるので
しょうか？ 
 
 
（次頁につづく） 

物流施設の需要につきましては、当該
エリアは都市型物流施設の立地ポテンシ
ャルを十分に有すると考えております。 

関係車両等による騒音・振動・大気汚
染等につきましては、現況調査を行った
うえで、将来の騒音・振動・大気汚染
（NO2、SPM）等の予測を行い、環境基準
や要請限度と照し合せ、著しい影響は生
じないと評価しています。また、トラッ
クバースを建物に内包化、周辺住居に配
慮した敷地内の車両走行ルートの設定、
敷地内における徐行の徹底など事業者が
可能な対策をしています。 

周辺住民の方々へのご説明につきまし
ては、事業計画地から 200m の範囲にかか
る町丁の方々に説明会へのご案内を配布
し、説明会を 2025 年 6 月 8 日及び 10 日
に実施しました。 

日照阻害につきましては、当該地にお
いて許容される建物大きさの最大限度ま
で利用せず、建物壁面の後退、建物高さ
を調整するなど、事業者として可能な限
り、日影の影響の低減に取組んでいま
す。 

眺望につきましては、当該地において
許容される建物大きさを最大限度まで利
用せず、建物壁面の後退、建物高さを調
整するなど、事業者として可能な限り、
眺望への配慮に取組んでいます。 

歩行者等への交通安全対策としまして
は、運転者の安全運転の徹底を図るとも
に、車両出入口において出庫警報装置の
設置、誘導員の配置を検討しています。 
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（前頁からのつづき） 
物流センターは駅前でなくても 道路が
あれば何処でも出来るのではないです
か。 
今回建てる物流センターは工業地区に建
てるので、高さ制限ギリギリで建てる予
定になっており、大阪ドームくらいの大
きさと聞いています。さらに 24 時間稼働
で 大型トラックは、１日 1000 台を予定
している様です。24 時間稼働ですので夜
の騒音や振動、排気ガスなども気になる
ところです。現在は、産業道路も深夜は
車の数も少なく静かな環境です。物流セ
ンターが出来れば、大型トラックが深夜
も走り、建物内では、商品の搬入作業で
フォークリフトや他の機械も使われるで
しょう。深夜は音が通りやすくなるの
で、様々な音が聞こえてくるようにな
り、今までの静かな環境は無くなると思
います。 
今回の土地の周辺は、30 年前から大阪機
工が少しずつ土地を手放し、マンション
や商業施設などが建っています。工業地
区となっていますが 実質、現在は工場
地域ではなく住宅地域だと思います。 
エンゼルハイムパークステージ約 660 世
帯、ジーパーク北伊丹約 140 世帯、アク
トステージ伊丹約 300 世帯、大型の飛行
機が飛ばなくなったので、今まで空き地
であった土地にも住宅が沢山出来ていま
す。 
ヤマダ電機やコーナン、保育所・老人ホ
ームがあるあいな清和苑、今回建てる物
流センターの真ん前には、伊丹せいふう
病院などがあります。以前は飛行場が近
く、沢山飛行機も飛んでいたので住宅よ
りも工場などの方が適していたと思いま
すが、30 年で今回建設される場所の環境
は大幅に変わっています。この変化をわ
からないままいつまでも工業地区とする
のは如何なものかと思います。 
今回、巨大な物流センターが建つのは、
この地区に住む住民としてとても恐怖で
す。 
借り手も決まっていない どんな業者が
入るかもわからない中、24 時間稼働、ト
ラックは大通りしか通らないと言われて
も、実際、物流センターを借りる業者と
話しをしているわけではないので 知ら
ない、聞いてないと言われたら終わりだ
と思います。 
実際、今まで建設してから話が変わって
いる例があります。 
これだけ巨大な物流センターを建設する
にあたり、周辺住民の方々（北伊丹、鋳
物師、久代など）にもきちんと説明をす
るべきではないでしょうか。 
（次頁につづく） 
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（前頁からのつづき） 
私たちのマンションの住民は日照権があ
るのでお知らせを頂いてますが、他の住
民の方々は知らないのではないですか？ 
大阪ドームと同規模の物流センターが出
来、１日 1000 台、１分に１台大型トラッ
クが通るようになる、24 時間稼働するな
ど私達のマンション以外の方々も知れば
驚かれると思います。この文章を読まれ
ている方、ご自分の家のすぐ横にこの様
な巨大な物流センターが建つと思って考
えてみて下さい。今まで家の中から空が
見えていたのに、空が無くなり 巨大な
壁しか見えなくなる環境。これからどう
なるんだろう。何故、こんな街中にと不
安に思うと思います。 
そもそも物流センターは、物流センター
の周りにも広大な空き地がある地域に建
てられることが多く、駅前のマンション
や商業施設に隣接して、建てられる物で
はないと思います。 
最近は、住宅街にある企業さんなどは 
建て替えの時、敷地の極力真ん中辺りに
作り、社員用の駐車場も建物付近にし
て、周りは芝生や植木で とても周りの
住民の事を配慮して 建てられていま
す。 
今回 建設される物流センターは、日照
権以外 周りの住民への配慮が感じられ
ません。 
大阪ドームの広さですのでもっと、兵庫
県、伊丹市、川西市の方々も私達住民に
寄り添って欲しいです。 
どうか住民の不安、恐怖を考えて頂き 
物流センターの大幅な縮小、住民が安心
して住める様 24 時間稼働を認めない、
子ども達の通学路ですので、通学時間は
大型トラックの走行をしないなど 様々
な見直しを検討して頂きたいです。 

20 
 
 

【要旨】 
１．日照及び電波障害、景観及び圧迫感
の改善 
２．問い合わせ窓口明確化 
【内容】 
１.１）日照阻害の影響が生じるおそれが

あるにもかかわらず工業地域であ
るため規制基準が存在しないので
著しい影響はないとの見解は理解
し難い。 

１.２）電波障害に関しては、テレビはほ
ぼ受信不可、この結果に対し、対
策は不具合が生じてからでは遅す
ぎる。又対策としてあげている共
聴施設の設置やケーブルテレビへ
の接続には費用が発生するのでは
ないか。後々の住民自己負担が発
生する事への懸念。 

（次頁につづく） 

日照阻害につきましては、当該地にお
いて許容される建物大きさの最大限度ま
で利用せず、建物壁面の後退、建物高さ
を調整するなど、事業者として可能な限
り、日影の影響の低減に取組んでいま
す。 

電波障害につきましては、遮へい障害
範囲の住居は基本的に既設共聴アンテナ
等が設置されており、テレビの受信不良
は生じないと予測していますが、もし何
かございましたら、適切に対応させてい
ただきます。 

眺望につきましては、当該地において
許容される建物大きさを最大限度まで利
用せず、建物壁面の後退、建物高さを調
整するなど、事業者として可能な限り、
眺望への配慮に取組んでいます。 

現在のお問い合わせ窓口につきまして
は、株式会社ＣＡＳＴ都市開発です。 
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（前頁からのつづき） 
１.３）景観及び圧迫感の改善。当マンシ

ョンが主な景観資源や代表的な眺
望点ではないにしても多くの人々
の生活の場、その南側に巨大な建
物が立つことにより景観が損なわ
れ、圧迫感が大になるのは必至。
説明会でも質問したが民意が反映
されていない。 

２．どの項目においても影響が生じると
予測されているのに可能な限り環境
影響の回避低減を図る計画としてい
る為著しい影響はないと記されてい
る。今迄の説明会でも事業者からの
一方的な説明で、決して住民と協議
できる体制ができるとは思われな
い。協議できる問い合わせ窓口を明
確にしてほしい。 

21 【要旨】 
入退場ルート(産業道路)が示されている
が、トラックの休憩としてローソン裏手
の道路を休憩場所、若しくは待機場所に
する恐れはないのか。 
現在でも昼休み、搬入時間により OKK に
入るトラックが時間調整のため止めてい
たりして道路の片側を占領している事が
ある。 
【内容】 
あくまでも、ローソン裏側の道路は生活
道であるし営業の車がはしる所ではな
い。現に今工事をしている大和ハウスの
物流倉庫建設に伴いローソン裏側の道路
は重量級トラック、建設機械が走りひび
割れてアスファルトがめくれて陥没して
いる場所もあり。大和ハウスに弁償して
もらってもいい案件である。。 

物流施設の運用において、場外での待
機車輛が発生しないよう、十分なトラッ
クバース数を確保しており、また、車両
ナンバー認証システム、トラックバース
予約管理システム等の導入により、円滑
な運行を図ります。 

現況道路の形状等に対するご意見・ご
要望につきましては、警察や道路管理者
等の関係機関にお伝えします。 

22 
 

【要旨】 
本物流施設の管理主体の明確化、及び野
村不動産からテナント企業に提示される
「運営の諸情報」を市役所及び関連自治
会でも共有されることを望みます。 
【内容】 
お世話になっております。 
2025 年 6 月 8 日の「（仮称）北伊丹物流
施設計画に係る環境影響評価準備書 説
明会」に参加させていただきました。説
明会で提示させていただいた意見と重複
いたしますが、以下にも掲載いたしま
す。 
この物流施設での運営（荷物の搬入～倉
庫での管理～荷物の搬出）が１つの法人
ではなく、野村不動産と賃貸契約を交わ
した（現時点では不特定の）複数のテナ
ント企業になる、という点に危惧をおぼ
えております。 
 
 
（次頁につづく） 

準備書に記載の環境保全措置につきま
して、テナントに申し伝え、実施を要請
します。 

供用後における当該施設の管理運営会
社が決まり次第、周辺自治会等と連絡先
等を共有いたします。 
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（前頁からのつづき） 
各種の住民向け説明会にて説明いただい
た物流施設での運営の諸情報（特にトラ
ックの搬入・搬出の時間帯や制約事項）
をテナント企業が遵守するか、疑問を持
っております。またトラブルが発生した
際の、住民側との窓口がどこになるの
か、「文句やクレームは該当のテナント企
業に言ってくれ」と突き放すのではない
かと不安視しております。 
 
6/8 の説明会では以下のお話でした。 
・本物流施設の管理用は野村不動産の子
会社が担う。 
・住民との窓口はこの子会社が担当す
る。 
・テナント企業には上述の「運営の諸情
報」は伝える。 
 但し罰則をもって遵守させるのは難し
い。 
 
上記の本物流施設の管理主体の明確化、
及び野村不動産からテナント企業に提示
される「運営の諸情報」を市役所及び関
連自治会でも共有されることを望みま
す。ご検討のほど何卒よろしくお願いい
たします。 
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【要旨】 
北伊丹物流施設計画に反対します。 
【内容】 
・資産価値の低下 
・日照阻害による体調悪化、光熱費の増
加 
・周辺道路の交通量増加による事故の増
加、渋滞 
・24 時間稼働による環境悪化（騒音、粉
塵等） 
・住居からの景観悪化。 

日照阻害につきましては、当該地にお
いて許容される建物大きさの最大限度ま
で利用せず、建物壁面の後退、建物高さ
を調整するなど、事業者として可能な限
り、日影の影響の低減に取組んでいま
す。 

歩行者等への交通安全対策としまして
は、運転者の安全運転の徹底を図るとも
に、車両出入口において出庫警報装置の
設置、誘導員の配置を検討しています。 

渋滞につきましては、周辺交差点 4 箇
所において現況調査を行ったうえで需要
率等の将来予測を行い、著しい交通への
影響は生じないと評価しております。ま
た、入居テナントへ現況の周辺交通状況
を申し伝え、適切な運行計画を検討でき
るようにします。 

関係車両等による騒音・振動・大気汚
染等につきましては、現況調査を行った
うえで、将来の騒音・振動・大気汚染
（NO2、SPM）等の予測を行い、環境基準
や要請限度と照し合せ、著しい影響は生
じないと評価しています。また、トラッ
クバースを建物に内包化、周辺住居に配
慮した敷地内の車両走行ルートの設定、
敷地内における徐行の徹底など事業者が
可能な対策をしています。 

 
 

（次頁につづく） 
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（前頁からのつづき） 
眺望につきましては、当該地において

許容される建物大きさを最大限度まで利
用せず、建物壁面の後退、建物高さを調
整するなど、事業者として可能な限り、
眺望への配慮に取組んでいます。 
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【要旨】 
１．物流施設建設反対について 
２．どうしても住民の反対意見を押し切

っての建設をするというのであれば
条件付きである事 

【内容】 
まず、住民の安全が保証されない建設自
体に反対です。 
住宅街、駅近、通学路、交通渋滞、都市
型物流施設をこんなところに建てる意味
がわかりません。企業側の利益にばかり
目がいき、名ばかりの調査で実態は掴め
ていないと思います。都市型物流施設の
引き合いに高槻の物流施設を参考にして
ますが、立地条件は全く違います。特
に、エンゼルハイム前の JR 北伊丹駅へ続
く道については信号のない横断歩道を子
供が渡ります。今はかろうじて登校班の
親が見守りしていますが、来年以降は登
校班が解体となり自由登校となり、信号
のない横断歩道をパラパラと子供が自分
で渡ることになります。朝や夕方はただ
でさえ交通量が多く車は止まりません。7
年間毎日付き添いしてますがトラックは
本当に止まらずヒヤっとする事が多いで
す。また狭い道路の交通集中によりトラ
ックとトラックのすれ違いは危険です。
うちは道路沿い持ち家の為、すれ違いざ
まのトラックの乗り上げが続いたため、
その部分の地面のブロックがボロボロに
なって川西市に修理してもらった経緯も
あります。敷地内に乗り上げられ家族や
財産が傷つけられる事はやめてほしいで
す。野村不動産の説明では、その道路は
「可能な限り使用しない」や「推奨しな
い」など曖昧な記載や説明しかなく、禁
止はしないとの事。建てたらあとは当人
同士の問題とも取れる発言をされていま
した。通行禁止にしないのにその道は調
査されていないんじゃないですか？やっ
ぱりこの人達は建設を進める事しか考え
てないと感じ不安になりました。２４時
間稼働という事で夜中もトラックの騒
音、振動に悩む事になりそうです。 
 
 
 
 
 
 
 
（次頁につづく） 

歩行者等への交通安全対策につきまし
ては、運転者の安全運転の徹底を図ると
もに、車両出入口において出庫警報装置
の設置、誘導員の配置を検討していま
す。 

入退場経路につきましては、県道尼崎
池田線を経路設定しており、生活道路は
経路設定しておりません。入居するテナ
ントには生活道路に進入することがない
ように要請します。 

関係車両等による騒音につきまして
は、現況調査を行ったうえで、将来の騒
音の予測を行い、規制基準と照し合せ、
著しい影響は生じないと評価していま
す。また、トラックバースを建物に内包
化、周辺住居に配慮した敷地内の車両走
行ルートの設定、敷地内における徐行の
徹底など事業者が可能な対策をしていま
す。 
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（前頁からのつづき） 
結論、建設自体に反対です。 
どうしても強行突破するのであれば、そ
の道路を走らせない確約をしてくださ
い。子供達に危険が及ぶ事を市は安易に
認可しないでください。野村不動産は業
者の事故は責任持てないそうなのでリス
クは減らすべきです。今一度、皆さんが
当事者ならどう感じるかを考えていただ
きたいです。（ちなみに野村不動産サイド
の方は説明会で、自分なら嫌ですと仰っ
てました）。 
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【要旨】 
北伊丹巨大物流倉庫建設反対 
【内容】 
・野村不動産の説明会は、一番影響が、

有るエンゼルハイムパークステージ 2
番館のみで 1・3・4 番館の住民を呼ば
ずに説明するのは、全く以って不誠実
である。 

・説明会資料に巨大物流倉庫が完成し
た、イメージ写真は、伊丹空港や 800
ｍ離れた県立公園なので、不誠実であ
り、本来は、エンゼルハイムパークス
テージから見たの完成写真を掲載され
るべきなのでは、無いでしょうかおか
しいです。 

・コーナン前で少女とワンボックスカー
と衝突し、尊い命を失っています。野
村不動産の説明では、24 時間稼働倉庫
にトラックが１日１０００台以上、入
出庫するので、命の危険が必ず、増大
します。 

・伊丹空港の飛行機は、住む前から、承
知していますが、後からできる 24 時間
稼働巨大物流倉庫が建築されることに
ついて、ご担当者様・伊丹市長様は、
ご自宅の横に巨大物流倉庫できること
になれば、賛成されますか？＜これ
は、必ず、ご回答ください。よろしく
お願いいたします。＞。 

周辺住民の方々へのご説明につきまし
ては、事業計画地から 200m の範囲にかか
る町丁の方々に説明会へのご案内を配布
し、説明会を 2025 年 6 月 8 日及び 10 日
に実施しました。 

景観の視点場につきましては、町並み
の保全の観点から、不特定多数の人が集
まる場所として選定しています。そのた
め、住居からの視点は想定しておりませ
ん。 

歩行者等への交通安全対策としまして
は、運転者の安全運転の徹底を図るとも
に、車両出入口において出庫警報装置の
設置、誘導員の配置を検討しています。 

その他、想像に基づくご質問につきま
しては、お答えできません。 

26 【要旨】 
エンゼルハイムから北伊丹駅につながる
トラックによる道路交通について。 
【内容】 
エンゼルハイムから北伊丹駅につながる
道のトラックの通行はやめて頂きたい。
子供達の通学路で現在も事故が多い。交
通量が増えればもっと事故が多くなる。
また、道路が狭い為トラック同士やトラ
ックと乗用車のすれ違いが起これば民家
の縁石に乗り上げる必要が出て来る為、
縁石の破壊や事故が起こる。上記問題を
踏まえて必ずトラックや物流倉庫で働く
方の車の通行は禁止として下さい。 
 
 

入退場経路につきましては、県道尼崎
池田線を経路設定しており、生活道路は
経路設定しておりません。入居するテナ
ントには生活道路に進入することがない
ように要請します。 
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27 【要旨】 
北伊丹物流施設計画係る環境影響評価準
備書説明会に対しての意見。 
【内容】 
171 号線沿い（緑ヶ丘）の物流センター
もでき、今後稼働すると（仮）北伊丹物
流施設からの県道 13 号への左折出庫車が
北村の交差点での右折の時に渋滞が予想
され、県道 13 号線が一車線つぶれる程、
渋滞すると思われ、事故にも繋がり大変
危険になります。建設を考え直して頂き
たいです。 

渋滞につきましては、周辺交差点 4 箇
所において現況調査を行ったうえで需要
率等の将来予測を行い、著しい交通への
影響は生じないと評価しております。な
お、北村の交差点右折レーンの滞留長が
現況で不足していることは把握してお
り、入居テナントへ現況の周辺交通状況
を申し伝え、適切な運行計画を検討でき
るようにします。 

28 【要旨】 
１．夜間稼働に伴う騒音・光害・振動へ

の実効性ある対策が不十分であり、
近隣住民への悪影響が懸念される。 

２．入退場ルートによる交差点の渋滞・
交通事故リスクが高く、安全性の観
点から計画の再検討を求める。 

【内容】 
１．  本計画地の東側は北側にマンション

に隣接しており、特に夜間の施設稼
働が住民生活に大きな影響を及ぼす
と考えます。準備書では「ライトの
向きへの配慮」「騒音抑制の周知」
「信頼できる業者の選定」などが挙
げられていますが、いずれも運用レ
ベルに依存した対策であり、実効性
が確保されるとは思えません。特に
騒音・振動については、トラックの
アイドリングや荷下ろしの金属音、
バックブザーなどが継続的に発生す
る可能性があり、「業者に配慮を促
す」「ドライバーに周知する」だけ
では具体的な抑制にはつながりませ
ん。また、照明についても配慮にと
どまっており、実際にどの方向にど
れほどの光量が照射されるのか、明
確な設計やシミュレーションデータ
が示されていません。現時点の対策
では、運用開始後の苦情発生や健康
被害（睡眠妨害・ストレス等）に繋
がる恐れが極めて高く、より具体的
な設備・構造面での対策、例えば
「防音壁」「完全な夜間照明のシー
ルド設置」「バックブザー音の制
限」など、機器・設計レベルでの強
制的な対策が必要と考えます。上記
に加えて住民の健康管理の徹底をす
るべき、基準内なら問題ないとせ
ず、長期的に住民の健康状況の確認
など意見を聞く場を設けるもしくは
確認を怠らない配慮をするべき。 

 
 
 
 
（次頁につづく） 

施設内の照明につきましては、照明の
向きを調整し、周辺建物に配慮いたしま
す。 

関係車両等による騒音につきまして
は、現況調査を行ったうえで、将来の騒
音の予測を行い、規制基準と照し合せ、
著しい影響は生じないと評価していま
す。また、トラックバースを建物に内包
化、周辺住居に配慮した敷地内の車両走
行ルートの設定、敷地内における徐行の
徹底など事業者が可能な対策をしていま
す。 

現状で右折入退場を可能とする道路形
状となっています。関係車両の入退場経
路につきましては、左折入退場を基本と
しますが、右折入退場も可能としていま
す。右折入退場については、休日におい
て渋滞が生じるおそれが予測されてお
り、入居テナントへ現況の周辺交通状況
を申し伝え、適切な運行計画を検討でき
るようにします。また、今後とも、より
安全な道路形状等について検討し、道路
管理者等と協議していくことに加えて、
誘導員の配置を検討しています。 
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（前頁からのつづき） 
２．準備書では、物流施設への入場・退

場ルートとして、幹線道路（南行き2
車線・北行き 2 車線）を利用し、北
側・南側双方からの進入・退出が可
能とされています。しかし、東側入
場門に右折専用レーンがない状況
で、南からの右折入場・北への右折
退場は、いずれも対向車線を跨ぐ形
となり、非常に危険です。 
この道路は日常的に交通量が多く、
信号はあるものの右折信号や専用レ
ーンが設けられていないことから、
右折待ち車両による車線滞留、急ブ
レーキ、追突、交差点内の渋滞拡大
が高確率で発生すると思われます。
特に大型トラックの往来が日常的に
発生する計画である以上、構造的な
事故リスクは非常に高く、地域住
民・通勤者の安全性が著しく損なわ
れる恐れがあります。周りの道路、
施設で待機車両を出さないと明記し
てますがそれに関しても周知の徹底
で留まる可能性が大きいです。 
したがって、計画の交通処理方針は
再検討が必要であり、右折車線の整
備・信号調整・交差点改良などの抜
本的対策を講じた上で再評価もしく
は徹底したシュミレーションを行う
べき。 

29 【要旨】 
１．マンション（エンゼル）前道路が渋
滞する 調査をするべき。 
２．建物の排気はどうなっているのか。
説明会で説明なし。 
３．施説から出るゴミはどこに集められ
るのか。説明会で説明がなかった。 
【内容】 
１．  物流倉庫車両の増加に伴い、右折・

左折車が増加。産業道路は渋滞する
事になる。マンション前道路は、現
在通勤時（7～8 時）車両が長蛇の列
を作り、青信号で曲がり切ることは
不可。それに重なり、6 月から久代
小は集団登校から個別登校へ、交差
点にあった久代交番は近年閉鎖、個
別登校だけでも父兄は不安である。
そこに物流倉庫の大型車両が増加・
渋滞する事により、朝から運転手は
ストレスマックスへ交通事故が増加
することは言うまでもない。供用後
のマンション前の道路状況を調査す
べし。 

 
 
 
 
（次頁につづく） 

渋滞につきましては、周辺交差点 4 箇
所において現況調査を行ったうえで需要
率等の将来予測を行い、著しい交通への
影響は生じないと評価しております。な
お、北村の交差点右折レーンの滞留長が
現況で不足していることは把握してお
り、入居テナントへ現況の周辺交通状況
を申し伝え、適切な運行計画を検討でき
るようにします。 

入退場経路につきましては、県道尼崎
池田線を経路設定しており、生活道路は
経路設定しておりません。入居するテナ
ントには生活道路に進入することがない
ように要請します。 

発生した廃棄物につきましては、廃棄
物保管施設に集積する計画です。また、
悪臭が生じるおそれがある生鮮食品等の
取扱いは予定しておりません。 
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（前頁からのつづき） 
２．もう一度説明会を開いて調査結果を

報告すべし。住人はみな税金を納め
ている。ふざけた説明会を行なって
人をバカにするものいいかげんにし
てほしい。これにかかわった市議会
議員たち、次回は絶対投票しませ
ん。 

３．建物内外で出るゴミはどこに集めら
れるのか。風向きによっては異臭騒動に
なる。 

30 【要旨】 
１．環境保全を損う計画の見直し。 
２．都市型物流施設として、不自然に巨
大。地域の生活と社会を破壊してまで、
利益確保に走る企業の計画を許可すべき
でない。 
【内容】 
１．・既存建物は 10m 高さ以下であった。

環境保全の意味では、既存の日影
線と同等の建物以外は保全ではな
い。影の落ちるエリアは工業地域
とはいえ、多くの人が住んでい
る。南へセットバックは予定され
た段取りであり、北面の壁を変更
し再計算すべきである。 

・風害の調査、ビル風の計算・検討
が含まれていない。 

・飛行機の騒音が厳しい地域に対す
る検討がない。 

・既存より高い建物を作ることによる
飛行機の反響音と瞬時値を評価すべきで
ある。 
２．・要約書表 5-1-1（1）（2）環境保全

措置（イ）より「遵守すべき管理規
約を事業者とテナント間の契約に反
映すること。また（中略）住民と事
業者間で協議できる体制」とある
が、住民説明会で協議した内容が一
切準備書に反映されていない（例、
エンゼルハイム北側の道路利用の無
いことを訴えた）。以上の事から、
一次審査の意見に対する事業者見解
は形式上のものであり、守る意思が
無いことは明白であるため、再審査
が必要である。本事業者には、地域
社会の事を聞く体制不備があり、見
直しが必要。 

日照阻害につきましては、建築基準法
上の規制に適合させ、更に当該地におい
て許容される建物大きさを最大限度まで
利用せず、建物壁面の後退、建物高さを
調整するなど、事業者が可能な対策をし
ています。 

風害につきましては、当該建築物は、
周辺建物との離隔を確保されていること
や、高層建築物に該当しないことから、
著しい影響はないと考えております。 

航空機による影響につきましては、本
事業の事業責任外であると考えておりま
す。 

テナントとの契約の際には、管理規約
を設けます。また、問い合わせ窓口に問
い合わせがあった際には、責任を持って
適切に対応します。 

 

31 【要旨】 
１．JR 北伊丹からエンゼルハイム前、久

代 5 丁目交差点に通じる道の交通に
関する環境影響評価の実施を希望す
る。 

２．台風等の風の影響の確認。 
３．通用門が 1 個だけでこれだけの物流
センターの出入りに問題は起きないの
か。 
（次頁につづく） 

入場につきましては、ご指摘のとお
り、歩行者等の往来は加味しておりませ
ん。なお、現況交通量調査では、歩行者
等の往来数は平日 8 時台で 177 人/時（約
20 秒に 1 人、自転車含む）、コーナン前
交差点における北向きの滞留長は最大
50m、渋滞長（1 回の信号での捌け残りの
長さ）は 0m でした。 

 
（次頁につづく） 
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（前頁からのつづき） 
４．冷暖房施設の設置向きや位置、更に
周囲に対する温度の影響の確認。 
５．ゴミや廃棄物置き場の設置位置の確
認。 
６．重要種の【シビアシジミ、ミヤマア

カネ】やその他の多くの動植物に対
する責任について。 

【内容】 
１．今回のアセスメントでは上記の範囲

は省かれていますが、産業道路の渋滞
は 7 時から 8 時における車の入場予想
台数 110 台と退場予想台数の 20 台の
合計 130 台の入出庫は基準値 的には
OK の範囲という事ですが、これは歩
行者の往来を加味していないという事
です。 (確認済み)時間的に通勤通学
時間と重なり往来が一番多い時間帯で
あることや信号からズレている位置の
門であることや歩道を突っ切る事など
からも予想通りの車の入退場は難しい
と想像できます。その場合北方面から
車は 5 丁目の交差点付近まで渋滞が発
生する可能性が高く、更にその影響で
マンション前の道までも渋滞の可能性
は高いと考えます。また、大型車両を
除く小型車両の一部はこの道を通勤及
び搬入の為に便用する可能性がありま
す。当然従来のこの道の使用車両数よ
リ増加されますので、交差点の左折が
スムーズに出来なくなったり、マンシ
ョンよリ出庫出来なくなる可能性は非
常に高いです。更にこの道は通学路で
す。混雑の時間帯は子どもの通学時間
で、近いうちに現在の集団登校から個
別登校に変更するので、交差点を安全
に渡ることが出来るか等、小中学生の
親御さんの不安は大きいものです。こ
れらを総合して考えても、この道は物
流の工事当初から大いに影響を受ける
可能性は高いと考えますので、再度こ
の道に関する環境評価の実施と提示を
希望します。 

２．大きな建物間で発生するビル風のよ
うな風は本当に発生しないのか。2018
年の台風時に 7 階のお宅で強風によ
り隣とのパネルが外れた事例があった
ことを知りました。物流の建築物の影
響で強風が吹いたり悪い影響が発生し
ないか詳しく調査を希望します。 

 
 
 
 
 
 
 
（次頁につづく） 

（前頁からのつづき） 
よって、歩行者等の横断待ち時間が生

じたとしても、滞留長が久代 5 丁目まで
達する可能性は低いと考えます。また、
トラックバース予約管理システム等の導
入により円滑な入場を図ります。 

入退場経路につきましては、県道尼崎
池田線を経路設定しており、生活道路は
経路設定しておりません。入居するテナ
ントには生活道路に進入することがない
ように要請します。歩行者等への交通安
全対策としましては、運転者の安全運転
の徹底を図るともに、車両出入口におい
て出庫警報装置の設置、誘導員の配置を
検討しています。 

風害につきましては、当該建築物は、
周辺建物との離隔を確保されていること
や、高層建築物に該当しないことから、
著しい影響はないと考えております。 

火災時等の安全対策につきましては、
出入口数を含め、消防局等の指導に基づ
き決定しています。 

廃棄物保管施設につきましては、ラン
プ部に内包する計画としています。 

今回確認された重要種は周辺にも生息
していることが確認されています。工事
により当該地の食草等は一次的に消失し
ますが、工事後に食草等を適切に植栽す
る計画としています。今後、有識者の助
言を受けながら、重要種が好む植栽種等
を選定します。 
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（前頁からのつづき） 
３．図面上も説明でも通用口が 1 個で本

当に大丈夫なのか。例えば有事の災害
が発生した場合等 従業員や大型トラ
ックが Max な状態を見越した想定で一
斉に出庫(逃げる)するような場合や
火事で消防車両が入ってくる等、門に
集中した場合の対応は可能なのか提示
してほしい。また、施設の周囲に私道
を作ったりして門を増やす等分散を検
討してほしい。 

４．冷暖房施設の騒音や低周波について
は評価があるがこれだけの大きな建築
物の冷暖房施設が出す熱風が周囲に及
ぼす影響を評価してほしい。距離があ
るから大丈夫だと言われてもその数を
想像すると心配にならないわけがない
ので希望します。 

５．工事中のごみや廃棄置き場は匂い
云々より火事につながるので怖いで
す。マンション側から遠い位置を希望
します。 

６.今回の工事によって一旦は多くの動植
物の住処を奪うことになるわけなの
に、環境保全措置として植栽におい
て、可能な限り周辺の樹種と調査が図
られている樹種や現状の植栽種を選択
するとの貴社の解答欄を読んで意味が
分からない。いじらなければ少なくと
も維持できたであろう生態系に対して
有識者の協力を得て責任をもって久代
の生態系に戻しますぐらいの覚悟を表
明して欲しいし責任を持ってほしい。 

32 【要旨】 
１．近辺に建設中または建設予定の物流

倉庫が多くあり、総合すると環境基
準値を遥かに超えるのではないか。 

２．トラックなど大量の車両が出入りす
る事による渋滞と通学路の危険性。 
３．大量の車両が出入りする事による大
気汚染の懸念 
４．工事中から稼働後の廃棄物の処理や

置き場の公表がない事と景観が著し
く損われるについての懸念。 

【内容】 
１．  今回予定のこの物流倉庫のほかに、

建設中で伊丹鋳物師の物流倉庫、同
じく建設中の川西久代 1 丁目辺りの
物流倉庫と、わかっているだけでも
大きなものが 3 箇所もあり、全て産
業道路を使う事になると思われま
す。説明会の資料はエンゼル裏の倉
庫の数値だけで総合的な物はなく、
全部が稼働したら環境基準値をはる
かに超えるのではないかと思いま
す。これらの調査、そして総合的な
ご判断をお願いしたいです。 

（次頁につづく） 

本環境影響評価につきましては、伊丹
市の環境影響評価に関する要綱に基づい
て実施しております。複合影響の予測に
つきましては、周辺の事業計画が不明で
あることから複合影響の予測が困難と考
えております。 

入退場経路につきましては、県道尼崎
池田線を経路設定しており、生活道路は
経路設定しておりません。入居するテナ
ントには生活道路に進入することがない
ように要請します。歩行者等への交通安
全対策としましては、運転者の安全運転
の徹底を図るともに、車両出入口におい
て出庫警報装置の設置、誘導員の配置を
検討しています。 

関係車両等による大気汚染につきまし
ては、現況調査を行ったうえで、将来の
大気汚染（NO2、SPM）の予測を行い、環
境基準と照し合せ、著しい影響は生じな
いと評価しています。また、トラックバ
ースを建物に内包化、周辺住居に配慮し
た敷地内の車両走行ルートの設定、敷地
内における徐行の徹底など事業者が可能
な対策をしています。 
（次頁につづく） 
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（前頁からのつづき） 
２．1 日延べ 1000 台の車両の出入りがあ

る事により、産業道路が渋滞し、エ
ンゼル前からの左折右折が困難にな
り、前の道路の渋滞が懸念される。
さらに従業員の車両の出入りも見込
まれる。子供達の通学路がエンゼル
前から産業道路を渡っての通学路と
なっているし、通学時間帯と施設車
両の出入りのピーク時間帯が同じで
危険極まりない。子供達や住民の安
全を考えるなら、こんな巨大な物流
倉庫を大規模マンションの真裏に建
てるなどありえない事です。 

３．トラックなど待機車両の排ガス対策
として、トラックバースを建物の中
に作るという事だが、その建物の排
気甲賀マンション側に作られる予定
であり、それでは排気が全てこちら
に流れてきて何の意味もない。住民
の中にはアレルギーや喘息の人も多
くいるのにどういう事か。24 時間稼
働で延べ 1000 台のトラックが出入り
するなど住民の健康を命を軽んじて
いる。何の説明もない。断固建設に
反対します。 

４．倉庫工事中から稼働後の廃棄物の処
理方法や置き場はどこになるのか。
などの説明もなく、有害な物、臭
い、飛んで来ないのかなど、いろい
ろ懸念される。景観については説明
会でもマンション側からの物はな
く、ひいては一面壁になるであろう
エンゼルのマンションからの景観が
ない。Q6 公園からの景観も 4 階部分
が前の建物で隠れているような撮り
方で 3 階部分しか見えていない。都
合の悪い部分を排除したようなもの
にしか思えず全てきちんと調査、公
表し、住民にとって不安・不満のな
いものにしていただきたい。 

 

（前頁からのつづき） 
廃棄物保管施設につきましては、ラン

プ部に内包する計画としています。 
景観の視点場につきましては、伊丹市

環境審議会からの助言のもと、町並みの
保全の観点から、不特定多数の人が集ま
る場所として選定しています。そのた
め、個人宅からの住居からの視点は想定
しておりません。 

33 【要旨】 
環境とは地球環境・自然環境・生活環境
の 3 つがある。それらを守る目的は市民
の健康的（心身共に）で快適な生活の確
保であると考えるがそれらの全てが害さ
れている。建設を反対する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（次頁につづく） 

航空機の運航による影響につきまして
は、本事業の事業責任外であると考えて
おります。また、計画建築物高さにつき
ましては、航空法で定める高さ制限以下
とします。 

関係車両等による騒音・振動・大気汚
染等につきましては、現況調査を行った
うえで、将来の騒音・振動・大気汚染
（NO2、SPM）等の予測を行い、環境基準
や要請限度と照し合せ、著しい影響は生
じないと評価しています。また、トラッ
クバースを建物に内包化、周辺住居に配
慮した敷地内の車両走行ルートの設定、
敷地内における徐行の徹底など事業者が
可能な対策をしています。 
（次頁につづく） 
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（前頁からのつづき） 
【内容】 
自然環境として大阪国際空港周辺の環境
整備事業の一つとして国有地を借り受け
つくられた県の公園西猪名公園が隣接し
緑にかこまれ運動施設、展望台子どもた
ち大人気のウォーターランド等を整備し
休養やスポーツの場として多くの人々に
利用され、春には桜や野鳥の姿も楽し
め、飛行機から眺めても美しい公園であ
る。横に 24 時間稼働の物流施設が出来こ
の環境が損なわれると懸念する。水質や
公害においても子どもが沢山集まる場の
横としてふさわしくない。大阪国際空港
周辺の環境整備事業の１つとして航空機
の騒音や排ガスの影響に軽減するため空
港と住宅地の間に緑地帯を作られてお
り、この敷地はまさしくそれに該当させ
るべきではないのか？風の強い日に飛行
機は川西側（北）より着陸し、エンゼル
ハイムパークステージ 2 番館の真中あた
りをギリギリに、飛行します。これも高
さ制限（法定）がおかしいと考えており
ますが、10 階相当（約 30m 弱）の建物を
先に建てるにあたり、天候不良時の安全
は守られないと住民も不安ですし、乗
客、パイロット、乗務員さんの安全をも
守るべきである。伊丹は空港のある土地
であり、その責任においても考える必要
がある。マンションの南には飛行場があ
るので、これ以上高さのある建物は絶対
に建たないと言われて購入したが、それ
は安全のためにももっともだと確信して
いた。私たちが失うのは眺望のみになら
ず身の安全です。心身とも不安を抱えて
おります。 
昔の香港の危険な空港を再び日本の伊丹
という土地で再現するのか？世界中から
信用を無くすことになると考えます（い
い笑い者です）又環境評価について空港
の騒音を基準とし、この騒音が我慢でき
ているからここから少し UP しても大丈夫
だろうという考えはやめて欲しい。私た
ちは平成７年の震災により住まいを無く
し、自助努力にて平成 8 年にこのマンシ
ョンを購入し入りました。その時は泣く
泣く飛行機の騒音よりも雨露を防ぎ行政
や国のお世話にならず自立を目指すため
仕方なく騒音に容認せざるを得ず耐えて
おります。飛行機の音が大丈夫だから施
設の騒音も大丈夫だろうと捉らえられ基
準にされるには納得いきません。まして
24 時間稼働！！現況では夜 9 時以降は虫
の音が聞こえる程静かな住居です。トラ
ック 1 分に 1 台。 
 
 
（次頁につづく） 

（前頁からのつづき） 
火災時等の安全対策につきましては、

消防空地等を含め、消防局等の指導に基
づき決定しています。 

入退場経路につきましては、県道尼崎
池田線を経路設定しており、生活道路は
経路設定しておりません。入居するテナ
ントには生活道路に進入することがない
ように要請します。歩行者等への交通安
全対策としましては、運転者の安全運転
の徹底を図るともに、車両出入口におい
て出庫警報装置の設置、誘導員の配置を
検討しています。 

景観の視点場につきましては、伊丹市
環境審議会からの助言のもと、町並みの
保全の観点から、不特定多数の人が集ま
る場所として選定しています。そのた
め、個人宅からの住居からの視点は想定
しておりません。 

風害につきましては、当該建築物は、
周辺建物との離隔を確保されていること
や、高層建築物に該当しないことから、
著しい影響はないと考えております。 

日照阻害につきましては、建築基準法
上の規制に適合させ、更に当該地におい
て許容される建物大きさを最大限度まで
利用せず、建物壁面の後退、建物高さを
調整するなど、事業者が可能な対策をし
ています。 

電波障害につきましては、遮へい障害
範囲の住居は基本的に既設共聴アンテナ
等が設置されており、テレビの受信不良
は生じないと予測していますが、万が一
障害が発生する場合は、アンテナを移
設・追加する等、適切に対応させていた
だきます。 

その他、貴重なご意見として承りまし
た。 
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（前頁からのつづき）走行音エンジン音
や搬入時の音・管内のアナウンス全て恐
怖です。654 世帯に隣接することを認め
ないでいただきたい。 
大勢の住む場所の横に物流施設を建てる
にあたり、火災の心配もあり、近年多く
の物流施設による火災のニュースを目に
します。昨年の大船渡の火災のとび火の
ように火の粉が飛んで来ると 654 世帯に
も燃え広がりあっという間に大勢の死者
が出ます。市が命の保証も出来ないし、
野村不動産であってもそうです。法律で
許される物件であっても実際に行り得そ
うなことをもっと考え調査もし、多くの
人が住む生活をおびやかさないでいただ
きたい。火災が起っては遅く、ニュース
で 見 て 何 で あ ん な 所 に 建 て て い る ん
だ！！と世論にも思われます。生活環境
としての破壊では、他にも交通の安全が
あります。トラックが 1 日 1 台産業道路
を通り侵入されますが、ここは交通事故
も多く死者も出ております。信号も無い
所を歩道を横切り入ること、従業員 342
台の駐車場の確保からしてマンションの
前の道を走行して来れると想定します。
いくらテナントに事業者が呼びかけても
道路の規制が出来ないことは分かってい
ます。従業員や配送業者でマンションの
前の道や、西猪名公園の前の道路は大渋
滞が必ず起き、その時我々は仕事に出た
り病院に行くにも自家用車が出せない緊
急車両の遅れも考えられます。命がかか
っているということです。こんな住んで
いる人の多い場所に建てなければいいの
です。 
環境評価では 1 分に 1 台のトラックに従
業員の通勤、配送業者の往来があるにも
関わらずわずか！わずか！と何のための
誰のための調査なのか全く理解に苦しみ
ます。工事も含め 7:00～8:00 が１番多
いと記載がありました。この道や久代６
丁目の交差点、エンゼルの前の道は 7:00
～8:30 まで子どもの通学でいっぱいで
す。でも同時間に朝の仕事開始にむけ多
くの車が通ります。将来のある子どもた
ちの命は守られますか？また高齢者も多
く住みデイサービスの迎えの車も同時刻
に来ますが、きっとエンゼルの前の混
雑・渋滞では入って来られないと思いま
す。孤立し、入浴も外出も出来ず死を待
つのでしょうか？ひどすぎます。環境評
価では従業員も車通勤した時に行り得る
エンゼルの道の道路の予想もするべきで
す。産業道路が混むのは当然それを避け
てエンゼルの前の道に流れてくる車も多
いと誰でも分ります。 
 
（次頁につづく） 
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（前頁からのつづき） 
生活環境の破壊として交通事故以外にも
騒音・振動・粉じん・交通の利便性・大
気汚染・景観・風通しや日照の悪化・異
臭（テナントなどによるゴミ問題）水質
の安全・飛行機問題（壁にぶつからない
か）・電波問題（環境評価では問題無しと
されていますが計り知れない。現工事中
も 4 件以上 TV が映らなくなったことも有
ります。外にあるブースターが外れてい
たとのことですが工事の揺れでもあるの
では？）。30 年近く住んではじめてで
す。TV、携帯など電波不良による災害時
の命の危険も合わせて不服とします。 
環境調査を行うオオバの方は説明会初回
から参加され、とても野村により添って
おられます。調査というのは企業が選ん
だ所ではなく、国や行政が抜き打ちで選
択し、どこが引き受け会社かも野村には
言わず、評価をしない限り正しい評価は
得られないのではないでしょうか？空港
があり、天候不良の着陸があるのに太陽
光パネルを屋根全面にとりつけ、反射も
含め問題はないのでしょうか？地球環境
においても大型倉庫は大量の電力を消費
し、膨大な熱を放出し、昨今の温暖化問
題のある中、よろしくないと思います。
又電磁波のトラブルによる身体への悪影
響、破損の破片などの飛来どれも心配で
す。台風時や南風によってマンションの
窓を割り入って来ることも考えられま
す。又電気を供給するときの音（パワー
コンディショナの動作時）はうるさいと
聞いております。深夜に聞くとより大き
く聞こえるでしょう。夏は北と南の窓を
開けているとエアコンもいらない涼を取
れていましたが、騒音・粉じんにより 24
時間窓を閉め、施設北側に窓を作られる
ためカーテンも 24 時間しめなければなら
なくなります。洗濯物も干せません。人
として尊厳のある生活は出来ないでしょ
う。対面するマンションの南側はベラン
ダがありリビングです。プライバシーを
守る権利は無いのでしょうか。施設は消
防と相談してといつも言いますが無理な
場所に造られること事態に多くの問題が
発生しています。せめて窓は北側にはつ
くらず、東・西・南に作って下さること
を切に希望します。第 4 次伊丹市都市計
画マスタープランにおいて目標として、
「伊丹らしい暮らしやすさや魅力を育
み、持続させていくまち」とあります
が、実際このような施設が出来そうでし
ょうか？違いますよね。道路は混み渋滞
です。 
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（前頁からのつづき） 
又伊丹はよくても川西市民には我慢をし
劣悪な環境下のもと暮らせと？もともと
被災で苦しんだ人だから、耐えるだろう
とお思いでしょうか？震災から 30 年何と
か必死に頑張って来た住民に「法的に許
される」の一言で建設を認めるには断固
反対です。野村の説明会も一部の人たち
にしか 1～3 回目までされておらず私たち
の意見も結果「環境影響評価が出まして
から」と逃げてばかりでいざ 4 回目でそ
の発表がありましたが、大変住民にはわ
かりにくく、一番知りたい情報がない説
明資料でした。 
環境影響評価について、景観の地点設定
の欠落がある。マンション側からの写真
は１枚も無い。生活道路の調査において
も同じ（マンション前の道）こちら側が
欲しい情報は何 1 つない。工場地だから
日影でいいでしょうと言ってくるのはお
かしい。654 世帯が住むマンションあり
きで建てるのであるから配慮すべきであ
り、日常をおびやかされる者として全く
容認できない。高さをもっと 3／4 以下に
下げる又は南の土地も購入し南側に建て
て欲しい。（もう購入先が決まっているの
なら土地の交換もしくは買取りを希望） 
環境アセスメントの欠落について、そも
そも環境アセスメントとは環境省に言わ
せると「事業者と市民のコミュニケーシ
ョンツール」だとある。（2022 年 9 月 2 日
環境アセスメント学会での環境省職員 OB
の発言）初回の説明会以来、私たちは事
業主とのコミュニケーションについて疑
問と不満を感じている。一方的すぎる発
言は住民を威圧している。環境への影響
を軽減する対策として示される内容には
「可能な範囲で」「検討する」と言われ具
体的に環境影響が軽減されるかどうかの
科学的根拠が希薄である。「環境影響評価
が出てから」という解答も多くあった
が、事業主に不利益なものは伏せてあ
る。再度調査を希望し、公評すべきと考
える。建設は決定であり、譲歩できない
ような姿勢ではなく事業主自らあらかじ
めその事業が環境にどのような影響を及
ぼすのか調査・予測・評価し、その結果
を公表して住民の意見を聴きなから環境
や保全や創造について適切な配慮を行
い、事業計画に環境の保全のための措置
を適接に反映させる制度であるはずのア
セスメントが無されていない。2025 年 3
月に近隣コミュニティの自治会長に資料
を持ってご挨拶に行かれたと聞いてい
る。それまでと同じく反対活動に積極的
に力を貸してくれていた議員（某自治会
長）は急に連絡を絶った。 
（次頁につづく） 
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（前頁からのつづき） 
ラインも既読スルー。2025 年 4 月 10 日
17:30 から行われた近隣住民と事業主の
会話を記録したものを伊丹市役所にて閲
覧させて頂きましたがあまりにも事業主
側に立った返答で住民を馬鹿にし蔑ろに
している。そもそも大きな組織が絡んで
いると当初から噂されており、それは署
名活動でも痛感した。しかし住民 332 枚
1171 名より反対・縮小を希望するよう筆
をもらった。野村が説明会で声をあげさ
せなかっただけで多くの人が反対してい
る。どうか野村も市も再調査・再認識し
てもらいたい。産業道路だけでなく（大
型トラック 1 分に 1 台、従業員の車・配
送事業者の車により）171 号線、176 号
線、エンゼルハイムの前の道路、北伊丹
駅の前の道路に「わずか」ではない混乱
を招く渋滞が予測される。それによる大
切な命が失われる危険も考えられる（も
ともと事故が多い地域）。 
不適切な環境下に不適切な物を建てると
いうことによる被害をもう一度見直すべ
きと考える。あまりに多くの人が住む生
活の場に多大な悪影響を及ぼすのであ
る。専門家でないとも分かる。従業員
342 台の駐車場を確保しているのである
のだからその人たちが使ったとして評価
して下さい。駅近だからとか 3 回目の説
明会ではテナントにこの道は通らないよ
うには言えないと言っていたが、先日の4
回目では評価が出来ていない焦りからか
テナントにも「急に呼びかける」と言っ
ていたがそれはあくまでも建前であり、
一般の道を通るな！よ言えないことは判
っている。その上でトラックを回避し、
エンゼルハイムの前を通る従業員の一般
車・配送業者・デイや幼稚園バス・住民
の車などの往来、合わせて正しく調査、
公評するべきと考える（トラックも通ら
ないとは限らない）緊急車両が渋滞によ
り遅れることがあってはならない。工事
中、施行後も含め、施設入口には勿論、
交番のあった久代の交差点、エンゼル 2
番館の T 字路前には 7:00～9:00 まで人を
立たせ交通の安全を計るべきと考える。
就業時間に間に合わせようと急ぎかけこ
み違反してくる車もスピードを出し危険
極まりない。テナント側と住民による協
定を結び（交通・公害・騒音・悪臭・振
動・プライバシーの侵害）などが起きた
時の罰則を定め、遵守して頂きたい。そ
の自信もなく、被害を与え住民に甘んじ
るのならば建説をやめていただきたい。 
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（前頁からのつづき） 
「日本一安全なまち伊丹！」のはずです
が伊丹市がこの計画を承諾するのであれ
ばありえない。市長や市職員すべての人
に問いたい。自分や自分の大切な人が住
む真横に 24 時間稼働の巨大倉庫施設が出
来、住めるのか？と「法律で許されるか
ら何も言えない」ではすまされることで
はない！！これが震災経験者の定めとい
うのであれば日本全国で被災された方に
も注意を呼びかけるしかない！！大抵震
災→仮設住宅→公営住宅もしくは急ぎ建
ててくれる大きなマンション。それは工
業地である可能性が高いからである。
1995 年におきた阪神・淡路大震災。伊丹
市として被害も大きく震災に寄り添われ
てきたと思ってきたが、私たちの末路が
これでは現在困っている被災者は愕然と
されるであろう。風の強い日は危険な建
物の上と横をぎりぎりで降りてくる飛行
機の飛ぶ空港のある危険な伊丹！被災し
た人に手厳しい伊丹！道路は常に渋滞し
交通事故も多い伊丹！町中に公害を発す
る施設を認める伊丹！どこが日本一安全
なのでしょう？日本一危険な町伊丹！！
となるでしょう。伊丹市にはあの土地で
防災公園防災施設やスカイパークのよう
な素敵な物を作って頂きたい。飛行機の
離着もなかなか迫力あり見どころであり
ます隣接の西猪名公園の事業を広げるな
ど緑豊かな美しく日本一安全・安心なま
ちであり続けて欲しい。物流倉庫の火災
が多い近年、消火にも日数がかかってい
る。その時が起きてしまったら私たち
654 世帯はどこに非難してその損害は野
村がするのでしょうか？なんの補償もな
く認めるわけにはいかない交通と同じく
野村はテナントに建物を貸すだけで気を
つけようと呼びかけはしてくれても結局
はテナント任せに思える。全体を通して
事業者に都合の良い予測だけであり大き
な住宅地の中に建てるのであれば環境基
準をクリアしているかだけでなく、予測
が外れた対策が無い。特段の配慮を踏え
た誠実な対応を求める。自分たちの利益
だけを求めないでもらいたい。私は喘息
を持っており、不安で健康問題について
も心配です。環境への配慮をお願いしま
す。トラックバースが真中を通るとして
も外に排気ガスや粉じんが排出されま
す。タイヤのゴムのカスはとても害があ
り怖いです。以前のニデックの工場を解
体する時に大地震か？と思う程何度も揺
れたが今後建築する際の揺れはどうか？
このマンションの耐震に悪影響を与えて
いるはず、専門家に調査を求める。 
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（前頁からのつづき） 
解体中も心身共に体調不良を起こした人
が多くいるが、基礎杭うちなどの期間や
その場合の相談や保障も対応可能でしょ
うか？事業主の利益のため我慢を強いら
れたり病気になるのは許せません。 

34 【要旨】 
多くの人々の暮らす地域に、例え工業地
域であってもこのような巨大な物流施設
を建てる事は安心・安全が守られず、影
響が大きすぎます。 
【内容】 
・交通に関して調査対象の交差点に久代5
丁目交差点が含まれない。実際に多くの
人が横断し通学路にもなっているきちん
と調べるべきである。 

・久代 5 丁目交差点へと向かう東西道路
(エンゼルハイムパークステージ前道
路)が調査されていない。産業道路が渋
滞することにより 右折•左折が困難にな
る。また従業員の車両の通行が見込まれ
間違いなく影響を受けるのできちんと調
べるべきである。 

・景観予想 CG に 隣接マンションとの対
比が無かった。様々な数値は負荷をかけ
て算出していると何度も言っているのに
視覚でわかりやすい資料において 負荷
をかけた影響がわかる画像を出してこな
いことに強い不信感がつのる 

・景観予想 CG は隣接マンション下層階・
中層階・高層階からの景観も提示してほ
しい。計画施設により一番景観の影響を
受けるのは隣接マンション住民ではない
でしょうか 

・日照不足による暮らす人々の心身への
影響をきちんと調べるべきである。また
心身への影響が著しく出た場合の対応は
どのようにされますか。 

・取組として「可能な限り南に配置」等
とあるが何をもって可能としているのか
根拠が知りたい。 

・トラックバースが 178 台とあり 建物の
中をトラックが走り・待機する。 
その排気•換気はどこからどのようにす

るのか。 
場外待機禁止とするようだがその分まと
めて換気口より排出されるのではないで
しょうか。風向きにより周辺住民への影
響は大きいのではないでしょうか。 

・風害について全く調査されていない。
西猪名公園テニスコートでは風の影響は
大きいと思われる。またビル風による公
害物質の飛散が考えられるのできちんと
調べるべきである。 

 
 
 
（次頁につづく） 

尼崎池田線上の交差点を複数調査して
おり、尼崎池田線は直線の道路のため、
久代 5 丁目交差点の交通量も把握できて
おります。 

景観の視点場につきましては、伊丹市
環境審議会からの助言のもと、町並みの
保全の観点から、不特定多数の人が集ま
る場所として選定しています。そのた
め、個人宅からの住居からの視点は想定
しておりません。 

日照阻害につきましては、建築基準法
上の規制に適合させ、更に当該地におい
て許容される建物大きさを最大限度まで
利用せず、建物壁面の後退、建物高さを
調整するなど、事業者が可能な対策をし
ています。 

関係車両による大気汚染につきまして
は、現況調査を行ったうえで、将来の大
気汚染（NO2、SPM）の予測を行いまし
た。予測にあたっては、建物内での排出
ガスも全て含めて計算し、環境基準と照
し合せ、著しい影響は生じないと評価し
ています。 

風害につきましては、当該建築物は、
周辺建物との離隔を確保されていること
や、高層建築物に該当しないことから、
著しい影響はないと考えております。 

廃棄物保管施設につきましては、ラン
プ部に内包する計画としています。 

火災時等の安全対策につきましては、
消防空地等を含め、消防局等の指導に基
づき決定しています。 

雨水排水計画につきましては、公共用
水域に放流する計画としています。 

雨音等の自然発生する音につきまして
は、騒音予測の対象に含めておりませ
ん。 

歩行者等への交通安全対策としまして
は、運転者の安全運転の徹底を図るとも
に、車両出入口において出庫警報装置の
設置、誘導員の配置を検討しています。 

現状で右折入退場を可能とする道路形
状となっています。関係車両の入退場経
路につきましては、左折入退場を基本と
しますが、右折入退場も可能としていま
す。右折入退場については、休日におい
て渋滞が生じるおそれが予測されてお
り、入居テナントへ現況の周辺交通状況
を申し伝え、適切な運行計画を検討でき
るようにします。 
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（前頁からのつづき） 
・施設で出たゴミの取集場所や形状・管
理についての説明が無かった 
近年物流施設においての火災が問題視さ
れてり 分別方法や保管期間・収集方
法・火災に対する対策を調査の上報告し
てほしい。 

・雨が降った場合の雨水の流れ 建物に当
たる水音(建物の素材による変化)等の
調査がされていない 

・数字上目安 0.9 を下回ったとしても片
側二車線の信号のない出入り口で一日
1440 分に 1000 回以上の車両の出入りは
周辺道路の渋滞・出入り口周辺の交通事
故が予想されます。 
人の命•人生を奪うことは数字では測れ

ません 事故が起こってからでは遅いので
す 
この計画を立てた企業として 事故が起

こった場合の対応はどのようにされます
か 
・工事中・併用後共に右折での入退場は
禁止してください 他施設では禁止のル
ールを設け守られているケースがありま
す 

・地域住民に工事中の工事内容の詳細(い
ついつ大きな音が出る等)を事前にその
都度書面で通達してください 

・本計画を去年の段階で自治会長へ報告
しているとのことですが実際住民への周
知はされていません 報告時のやり取り
の内容がわかる議事録等の提示を求めま
す 

・本計画内容を受け入れることはできて
おりません。 
今後も地域住民の意見を聞き地域住民が
安心安全に暮らせることを大切に考えて
いただきたいと思います 
一方的な説明会ではなく 住民の立場も
尊重し この地域で共存していくための
計画となるよう 議論・協議のできる場
を設けていただきたいです 

 
あしたを、つなぐ 
野村不動産ホールディングス株式会社の
経営理念は「あしたを、つなぐ」であ
り、ビジョンは「よりよい"あした"を創
り出していく」です。同社は、人、街が
大切にしているものを活かし、未来あし
たにつながる街づくりとともに、豊かな
時を人びとと共に育み、社会に向けて、
新たな価値を創造し続けます。同社の行
動規範は、この理念に凝縮される価値観
を野村グループの役職員が具体的な行動
に移すための指針となるものです。 
 
 
（次頁につづく） 

（前頁からのつづき） 
また、今後とも、より安全な道路形状

等について検討し、道路管理者等と協議
していくことに加えて、誘導員の配置を
検討しています。 

工事のご案内につきましては、施工業
者が決まり次第、調整いたします。 

本件におけるお問い合わせ窓口につき
ましては、改めて明確にさせていただき
ます。 

計画建築物高さにつきましては、航空
法で定める高さ制限以下とします。 

入退場経路につきましては、県道尼崎
池田線を経路設定しており、生活道路は
経路設定しておりません。入居するテナ
ントには生活道路に進入することがない
ように要請します。 

窓、バルコニー位置等につきまして
は、消防局等の指導のもと計画していき
ますが、窓ガラスに目隠し用のシートを
貼る等の工夫など、可能な限りプライバ
シーへの配慮を検討します。 

物流施設の運用において、場外での待
機車輛が発生しないよう、十分なトラッ
クバース数を確保しており、また、車両
ナンバー認証システム、トラックバース
予約管理システム等の導入により、円滑
な運行を図ります。 

電波障害につきましては、遮へい障害
範囲の住居は基本的に既設共聴アンテナ
等が設置されており、テレビの受信不良
は生じないと予測していますが、万が一
障害が発生する場合は、アンテナを移
設・追加する等、適切に対応させていた
だきます。 

発生した廃棄物につきましては、廃棄
物保管施設に集積する計画です。また、
悪臭が生じるおそれがある生鮮食品等の
取扱いは予定しておりません。 

太陽光パネルの設置につきましては、
国が定める基準に準拠したものとしま
す。 

信号機の設置につきましては、伊丹警
察署に確認した結果、信号機は道路と道
路の交差部に設置はできるが、出入口に
信号機の設置はできないとのことでし
た。 

施設内の照明につきましては、照明の
向きを調整し、周辺建物に配慮いたしま
す。 
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（前頁からのつづき） 
お客様第一の精神 
私たちは、創業から大切にしてきた「お
客様第一」の精神と、信頼や期待に応え
ていく姿勢を、これからも変わらず守り
続けます 
 
野村不動産により計画されております 
『(仮)北伊丹物流施設計画』は私達が 30
年近く暮らしてきた地域に京セラドーム
の屋根を畳んだ大きさに匹敵する超巨大
な建物を建てる計画です 
しかも 24 時間稼働の巨大施設は内部を 4
フロアに渡り物流トラックが走り回る構
造です。 
計画施設周辺は子育て世代も多く高齡者
も多い地域です。 
野村不動産によると大型物流トラックが1
日延べ 1000 台出入りをするそうです。1
日が何分あるかご存知でしょうか？ 
60 分が 24 回…60×24=1440 分です 
片側二車線の産業道路沿いのたった一箇
所の出入口で、1440 分に 1000 回の出入
りをする事になります。出待ち入り待ち
の待機車両等により周辺道路の交通状況
の悪化は目に見えており渋滞や交通事故
のりスクは計り知れません。 
毎日多数の子ども達が登下校のために通
行しており安全が守られるのか心配の声
があがっております。 
また騒音・振動・大気汚染等 
環境や健康に大きな影響がある事が容易
に想像できます 
巨大な建物は近隣住居から日照を奪い心
身ともに大きな影響が出ると予想されま
す 
とにかく計画されている建物が巨大過ぎ
るのです 
立地条件•地域住民の安心と安全・・・そ
れらを考えればこのように大きな物流施
設は不自然でありあまりに一方的過ぎま
す 
もちろん当該地域の用途地域が工業地域
であり法律の範囲内で、計画されている
事は理解しております 
また法律の範囲内であれば行政の立場と
して縮小を求める事ができない事も理解
しております 
はたして法律は万能なのでしょうか？ 
法律の範囲内であればそこに暮らす人々
の安心安全が脅かされたとしても涙をの
んで耐え忍ぶごとしかできないのでしよ
うか？ 
30 年近く地域に愛着を持って暮らしてき
た地域住民が不安や憤りや悲しみを抱え
る生活を送る事をどのように受け止め考
えてくださっているのでしようか 
（次頁につづく） 
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（前頁からのつづき） 
できる事は少ないのかもしれません 
ですが私達は安心安全に暮らすために超
巨大な 24 時間稼働の物流施設の大幅縮小
を諦めるごとはできないのです 
最後になりましたが大切なごとなので二
度言わせていただきます 
『とにかく計画されている建物が巨大過
ぎるのです』 
 
『(仮称)北伊丹物流施設計画』による地
域住民の不安 
 
・日照不足により骨や歯がもろくなる 
気分の落ち込みからうつ病につながる可
能性などの健康被害が心配です 

・隣接にはエンゼルハイムパークステー
ジが 4 棟あり 640 世帯以上の人が住んで
おり既存住宅地の真ん中に建設すること
は全く非常識です 

・私達エンゼルハイムパークステージの
住人は平成 7 年の阪神淡路大震災被害者
がたくさんいてやっとの思いで入居し約
30 年なんとか平穏に生活してきたのに
ここにきてこんな恐怖を経験 しなくて
はならないのか 

・エンゼルハイムパークステージ購入時
に「南側には空港の関係上これより高い
建物は建ちません」と言われましたが何
故制限ギリギリの高さで建てたマンショ
ンより空港側にさらに高い建物が建つの
でしょうか あまりにも危険で恐怖でし
かありません 

・悪天候の時には飛行機が北西からマン
ションすれすれに降りてきます 物流施
設が高さ制限内であってもとても不安で
す 

・車両出入口付近は令和 6 年 11 月に死亡
事故があり交通事故の多い所です 
・大型太陽光パネル設置により台風など
強風でパネルが飛んでこないか？電磁波
•騒音にも心身ともに不安です 

・育てている植物への影響があるのでは
ないか 
・交通量の増加や待機駐停車により緊急
車両の通行が妨げられるのではないかと
不安です 
・川西市久代 1 丁目にも物流計画が進め
られており 車両台数が増えることによ
る近隣道路および 産業道路の渋滞を懸
念します 

・たくさんの人が退去することになり人
口減少は否めないのではないでしょうか 
・車両台数が増え排気ガスが大幅に増え
る事による大気汚染と喘息などの健康被
害を懸念します 

・飛行機が安全に飛べるのか心配です 
（次頁につづく） 
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（前頁からのつづき） 
・洗濯物が干しづらくなるので乾燥機な
どの補填をしてもらえないのか 
・高さが不安段付きにするなど少しでも
日当たりが良くなるよう計画の変更をお
願いします 

・産業道路は通学路であり高校生の子供
が毎日通っています 危険でとても怖いで
す 
・救急車の到着に影響がないか心配です 
・近隣道路に車がいっぱいになりマンシ
ョン駐車場の出入りに時間がかかってし
まったり妨げられたりするのではないか 

・計画建物のマンション側に窓やバルコ
ニーが設置されプライバシーが守られる
のか不安です 

・用途地域が工業地域であっても子育て
世代も多く高齢者も多い地域なので交通
事故などりスクが 高くなることは恐ろ
しく地域住民の安心安全が守られる計画
であってほしい 

・伊丹市高台 4 丁目に大きな物流施設が
あり伊丹市鋳物師 4 丁目や川西市久代 1
丁目にも物流施設が建設中です 
近隣住民の安心安全を犠牲にしてまで更

にここまで大きな施設が必要なのでしょ
うか 
・交通問題が深刻になるのは必至であり
エンゼルハイムパークステージのみなら
ず周辺住民への影響は大きい 

・施設利用者に周辺道路の駐停車禁止 
・通勤•通学路としてマンション北側道路
に警備の人を配置できないのでしょうか 
また大型車(指定者を除く)の進入禁止

の規制をお願いしたい 
・24 時間営業は安全面が不安であり環境
への影響が大きい そのためマンション
の評価が下がる事も心配です 

・日照問題がありせめて建物北側は 3 階
に統一して欲しいです 
・車両の出入りには必ず警備員が立って
指示をしてほしい 
・環境影響評価を確実に行ってください 
・建屋をもっと南に寄せて小さく低くし
ていただきたい そのような高い建物を
建てる際の工事中の騒音•ほこりも不安
です(解体工事でもうるさかった) 

・野村不動産株式会社の説明会で施設従
業員の通勤方法について配慮する事は不
可能とおっしゃっておられましたが従業
員駐車場の台数があまりに多いので不安
です 
なんとかできないものでしようか 

・もし物流施設によって体調不良になり
退居しなければならなくなった場合の保
障はあるのか 

 
（次頁につづく） 
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（前頁からのつづき） 
・工業地域と法律的にはそうかもしれな
いが実際にマンションが建ち多くの人が
住んでいます 
企業側はこのことについてはどう思って

いるのでしようか 
・交通渋滞や交通事故・命にかかわる危
険をおおいに危惧している 
・24 時間稼動に対する弊害は多方面で大 
・電波障害について壱番館のアンテナか
ら各番館に送られるらしく壱番館が大丈
夫だから大丈夫と説明会にて言われたが
本当に大丈夫なのか 

・資産価値が大いに下がる 
・子供達に引き継げる物件であってほし
い 
・市からのアナウンスがないのは問題 
・そもそも『工業地域』という事を無く
してほしい 軍需工場時代から変わって
いない事が問題 

・他の物流施設でベランダにゴミを置く
等異臭が問題になっていますが 施設の
ゴミ(特に生ごみ) の処理方法やベラン
ダの活用方法が気になります 

・施設の窓は北側ではなく東や西にでき
ないのでしょうか プライバシーが守ら
れるのか心配です 

・太陽光パネルの不具合•劣化による飛来
の心配 騒音•電磁波•周りの温度上昇等
大丈夫なのか 

・近年物流施設における火災が多く 飛び
火などが心配です 
・マンションが建って 30 年近く これだ
け多くの人々が暮らしているのに工業地
域のままなのはおかしいので何とかなり
ませんか 

・これからもここで子供達を育てていか
なくてはならないのに 交通面.環境面で
不安しかない 

・圧がすごいので北側は窓をなくして壁
を緑の植物などで見えなくしてほしいで
す 
・工事事業者・テナントによる交通のル
ールをどう指導しどう遵守させるのか？ 
違反するものがあれば契約解除もできる
書面をかわせるかのか 
マンション前の道路に停車し渋滞するよ

うなことがないよう協定書に記載いただ
きたい 
また野村不動産としてどう遵守させる考
えがあるのか 1 分に 1 台のトラック•従
業員用 342 台の駐車場 更に宅配業者の
受け待ちなど鑑み不安で仕方がない 

・倉庫内のアナウンスの音が心配 
 
 
 
（次頁につづく） 
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（前頁からのつづき） 
・工業地域ではあるが住んでいる人がい
る以上トラックの排気音•空気汚染は迷
惑であり このような建物が建つなら購
入しなかった 

・子育て世代である身としては大きなト
ラックが多く出入りするというのは事故
のりスクが上がり心配です 

・24 時間稼動により夜間の騒音・振動を
懸念します 
・南海トラフなどの自然災害が起きた場
合 施設の安全性が不安です 
・野村は説明会で「あなたがたは隣接地
に何が出来ても文句を言えない！」と私
たちに言いますが 騒音•粉塵を含め多大
な公害を発生させる施設を作るのに私た
ちに我慢を強いるのは間違って いる睡
眠不足や粉塵被害はおおいに予測できる 

・野村不動産はお金を持っているのだか
ら南側の土地も買って さらに南に行っ
てほしい 高さも低くするべき 

・県道から入り口に進入する場所をもう
少し南にし 信号機をつけるべきである 
人や自転車も多く 1 分に 1 台もくるなら

恐怖である 
・太陽光パネル設置にともないパワーコ
ンディショナ動作時の騒音、電磁波の心
配があり人の多く住む場所での大型設定
はいかなるものか 

・早朝及び夜間のトラックの乗り入れは
近隣住民にとって大きなストレスになり
与える影響はあまりに大きすぎる 最低
限稼働時間を 9:00〜17:00 にしてくだ
さい 

・大気汚染が心配なので空気清浄機を買
ってほしい 
・今までの説明会は事業者からの一方的
な説明で決して住民と協議できる体制と
は思えない 

・24 時間稼動により騒音•排ガスなどに
よる健康被害と安眠妨害(窓が開けられな
い) 
・トラックのアイドリングによる騒音や
交通渋滞による環境負荷の増加•危険性
の増大を懸念 

・物流施設の高さによる景観への影響 
・開放感があるので購入した物件これか
ら塀の中にいる気分で生活をしていくと
思うと気分も暗くなり精神的な負担にな
っています 

・今まで家の中から空が見えていたのに
空が無くなり巨大な壁しか見えなくなる
環境これからどうなるんだろう何故こん
な街中にと不安に思う 
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（前頁からのつづき） 
・住民の不安•恐怖を考えていただき物流
施設の大幅縮小 住民が安心に暮らせる
よう 24 時間稼動を認めない子ども達の
通学に使う道ですので通学時間は大型ト
ラックの走行をしない等 様々な見直し
を検討していただきたい 

・これだけ大きな物流施設を建設するの
に 北伊丹•鋳物師•久代などの周辺住民
の方々にもきちんと説明をするべき 

・物流施設の周りには広大な空き地があ
る地域に建てられることが多く 駅前の
マンションや商業施設や病院に隣接して
建てられる物ではないと思います 

・建設される物流施設は日照権以外の周
りの住民への配慮が感じられません 
・不動産価値の下落 
・24 時間稼動による治安やモラルの低下 
施設の深夜帯の照明(光害) 
・関係車両出入りに伴う騒音•振動 路上
待機駐停車 抜け道として生活道路通行 
・施設の窓からマンションが覗かれる(プ
ライバシーの侵害) 
・太陽光パネルについて 
①発電による火災の拡大近年被害が増大
する台風など暴風でパネルが吹き飛んだ
際の二次災害リスク 
②現在流通するパネルの 80%が中国製品
で「遠隔操作でトラブルを生じさせ広域
停電を引き起こされる可能性(ロイター
通信)の指摘(令和 7 年 5 月 21 日産経新
聞報道)」 

・震災で家を無くして行政のお世話にな
らないよう自力でマンションを購入して
入った人間は工業地の大きなマンション
を選択するしかなかったが ここにきて
そんな人間はまだまだ企業による 暴力
ともとれる災難に我慢しなければならな
いのでしょうか 市や県が助けてくれな
いならあまりにも酷い 

・最近久代交番がなくなりました 沢山事
故が起きています 
本当にトラックが通ると思うと恐怖でし
かありません 未来のこどもたちの安全
と公害のないように計らってもらいたい
です 

・私は喘息で今までの更地にする工事だ
けでも砂•埃が入ってきて毎晩発作がお
き苦しんでいます 建築も工場稼働後も
健康被害にあっても何も言えないのでし
ょうか？ 

・夜間に騒音のひどいトラックの往来が
ある事は窓を開ける事もできなくなると
気がかりです 

・規模が大きすぎて環境汚染を懸念する 
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（前頁からのつづき） 
・産業道路は近年記憶にあるだけでも複
数の死亡交通事故が発生していて交通状
況の改善が強く必要な地域です 
そのうえ自転車の学生-子供達•お年寄
りの往来も大変多く去年の死亡事故の発
生したコ-ナン出入り口の隣であり 正直
事故が起きないはずがない 
渋滞の悪化に伴う運転車のストレスから

引き起こされる事故も容易に想像できま
す 
・何故このような安全を守る事が難しい
地域に建設するのか理解不能です 
施設が建設•運用されれば注意深く「安
全•騒音等の状況」を監視し 問題があれ
ば SNS 等で 世間に逐一提起してまいり
ます 

・近隣にある ESR 物流も建設だけして機
能していないのに このような巨大な物
流施設が必要か 

・規模が大きすぎて環境汚染を懸念する 
・産業道路からエンゼル前道路に右折の
際は時差信号ではない 車両が増えるの
であれば右折信号にする事は必須である 

・大型のトラックが頻繋に通行すること
で通学路の安全確保ができるのか不安 
・24 時間稼動することで夜の静かな生活
空間の確保ができるのか…伊丹空港は
21 時以降の発は禁止されています 

・伊丹空港が目の前にあり航空機の飛行
ルートになっている 高さ 30m 近い建物
で非常に危険を伴う可能性がある 
景観も悪くなり当マンションの価値が下
がる恐れがありますのでもう少し建屋の
高さを低くして いただきたい 

・大型トラックの頻繫な出入り 24 時間体
制での荷役作業(フォークりフトの稼働
音•貨物の積み 下ろし音等)•空調設備や
冷凍冷蔵施設の室外機などから発生する
騒音振動は 私達の睡眠を妨げ日中の静
穏を著しく損なう恐れがあります 
特に夜間•早朝の騒音は心身の健康に深

刻な影響を与えかねません 
・多数の大型車両の通行に伴う排ガス
(Nox • PM2.5 等)の増加は大気汚染を悪
化させ呼吸器疾患等 健康被害を引き起
こすリスクを高めます 

・工事中および施設稼働後の粉塵の飛散
は洗濯物や窓の汚れにつながるだけでな
くアレルギー症状の悪化も懸念されます 

・周辺道路の渋滞の悪化 歩行者(特に子
どもや高齢者)の安全が著しく脅かされ
ると予想される 

・違法駐車や一方的な幅寄せなど大型車
両特有の交通マナー問題の懸念 
 
 
（次頁につづく） 
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（前頁からのつづき） 
・大型施設の建設による日照阻害や圧迫
感•眺望の変化は私達の居住環境の質を
著しく低下さる 高層階からの視線によ
るプライバシー侵害の可能性も考慮すべ
き 

・大規模な物流施設は周囲の景観に大き
な影響与えます 無機質な外観は地域全
体の景観を損ない 私達が長年育んでき
た地域への愛着を揺るがしかねません 

・周辺にはスーパーがなく何十年も前か
ら住民は本当に不便な思いをしています 
川西市は何も感じないのでしょうか？ 
見て見ぬふり…ちょっと周辺を観察すれ
ばわかることだと思います 市議会議員
はいったい何の仕事をしてるのでしょう
か…川西南地区はほったらかしですか？ 
唯一ここに住んで良かった事は北伊丹駅
が隣にある事だけかもしれません！ 
伊丹市も同じです 物流倉庫ばかり誘致
してどこを見ても倉庫ばかり…そんな街
に:！寺来の子ども達は住みたいと思う
のでしょうか？ 
次世代の為にも物流倉庫を建てるのでな
く 緑のある公園やオアシスタウンのよ
うな若い家族連れが休日集えるような場
所を作れば伊丹市•川西市に住む魅力も
増えるではないでしょうか？ 

・2025 年 5 月 25 日周辺道路(産業道路)
でトラックの絡む多重事故が発生しまし
た 
元々事故の多い地域にこのような大きな
物流施設が建ち地域住民は安全に暮らせ
るのでしょうか ここまで大きな 24 時間
稼動の物流施設が本当に必要なのでしょ
うか 

・震災後に困った人達の住むところをと
建てられたこのマンション有り難く入居
した人も多い 子育て世代もたくさんい
る とても大規模な大勢の人が住むマン
ションの真裏に それより何倍も大きな
物流倉庫を隣接して建てるなんて住人の
事を考えているのでしょうか？ 
しかも 24 時間稼働なんて有り得ない！ 
日々1000 台以上のトラックが通る事に
よる大気汚染•夜中の騒音•子供達の通
学路だし それでなくても多いのにさら
に交通事故が心配される 
また隣接するが故 倉庫で事故が起きれ

ば巻き込まれるのでは？の不安 
屋根に敷き詰められる太陽光パネル 
入居の時は飛行機の高さ制限があってこ
れ以上高い建物は建たないと聞いていた
のに 10 階建相 当の高さの倉庫が建って
事故に繋がらないのか？ 
もっともっと不安を挙げれば本当にきり

がないです 
（次頁につづく） 
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（前頁からのつづき） 
なぜここにこんな大規模な物流會庫を建
てる必要があるのか今一度考えていただ
きたいです 

・なぜ私達の平和な生活を後から来る巨
大な物流センターに潰されないといけな
いのか！！と言う激しい憎悪に近い感情
を抱えています 

・京セラドームとか大阪の大きなビルの
そばを歩いた時感じる「人が活動する場
所であって住む場所じゃない」と感じる
空気感 
そんな所にこの先住まないといけない虚

無感等 感情的な気持ちが優先されてます 
当然具体的に色々な問題点は思い浮かび
ますが••向こうもプロなので想定され
る事に対して対応 策は考えていると思
います ただただ私としては当然不安を
感じる住民に対する敬意を持って向 き
合って欲しいが最大な気持ちです 

・21 時を過ぎるととても静かで近くに西
猪名公園もあり 伊丹市や豊中市にも近
く住みやすいと思い引っ越してきました 
24 時間稼働の物流センターができるこ
とで 21 時以降の騒音•トラックや従業員
の通勤車が増えることでの渋滞や事故が
増えるのではないか•部屋からの景観も
大きく変わります 
こんなにも環境が変わってしまうことに

対して市は何もしてくれないのでしよう
か 
法律に則っているからといって全てを許

可して良いのでしょうか 
・マンションの資産価値も下がりこのよ
うな環境には住めないと住民が市を出て
行ってもよいのでしょうか この地区を
物流の地区にするつもりなのでしょうか 
物流センターを誘致することで市にとっ
ての利益もあるのかもしれませんがすで
に住んでいる住民のことはどのように考
えているのでしょうか 
特に大規模物流施設は一般住民の生活圏

と切り離す様に規制をお願いします 
事故が起きてからでは遅いので現状無い

のであれば作ってください 
・京セラドームに相当する建築面積の 24
時間稼動の巨大物流施設に延べ 1000 台
のトラックが出入りするにもかかわらず 
出入り口は 1 ヶ所のみ 周辺道路の渋滞•
出入待ちのトラックのアイドリングによ
る振動•騒音•排ガス等を懸念します  

・市長•県知事は 法律的に問題がなけれ
ばもともと住んでいる地域住民の安心安
全な暮らしを守る必要は無いとお考えに
なられますかはたして法律は万能なので
しょうか 

 
（次頁につづく） 
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（前頁からのつづき） 
法律だけではなくそこに暮らす人々に寄
り添った判断をしていただけますようお
願い申し上げます 

35 【要旨】 
北伊丹物流施設計画大反対の意見。 
【内容】 
原風景に満足して日々30 年生活していま
す。突然、北伊丹物流施設計画大変困惑
しそれ以上です。健康被害、昨今交通事
故も多発久代 6 丁目コーナン久代南の間
です）。CO2 削減を世界的に言われる中、
わざわざこの地域に 1 日中何百台ものト
ラックが行きかい大気汚染は相当です。
ただの説明会で終らせず住民の納得いく
物流センターにして下さい。（作ってほし
いのではありません計画は速やかに進ん
で中止はありえないなら住民の生活の安
心安全を） 

関係車両等による大気汚染につきまし
ては、現況調査を行ったうえで、将来の
大気汚染（NO2、SPM）の予測を行いまし
た。予測にあたっては、建物内での排出
ガスも全て含めて計算し、環境基準と照
し合せ、著しい影響は生じないと評価し
ています。 

36 【要旨】 
景観の喪失、日照の問題、周辺環境の悪
化など 
【内容】 
29 年前、部屋からの眺望が良い、今後、
周辺に高い建物は建たないと聞き、この
マンションを購入しました。今回の話を
知ったとき、愕然としました。私にとっ
てはここが終の住処となる場所です。人
の生き甲斐を奪わないでいただきたい。 

眺望につきましては、当該地において
許容される建物大きさを最大限度まで利
用せず、建物壁面の後退、建物高さを調
整するなど、事業者として可能な限り、
眺望への配慮に取組んでいます。 

37 【要旨】 
北伊丹物流施設建設による環境影響の懸
念について 
【内容】 
・マンション真南に巨大な建物建設する
事で、景観の消失 
・夏場は淀川花火等観る事も出来てい
た。 
・通年通して風通りが十分で日照も十分
な状態 
・24 時間稼働による騒音、振動 
・トラック、自動車による排ガスと健康
被害 
・現用途地域が工業地域とはいえ周辺は

マンションにて多くの住民が生活を送
っている状況「川西 DC」の様な山林の
中の施設とは異なると思います。 

眺望及び日照阻害につきましては、当
該地において許容される建物大きさを最
大限度まで利用せず、建物壁面の後退、
建物高さを調整するなど、事業者として
可能な限り、眺望への配慮に取組んでい
ます。 

関係車両等による騒音・振動・大気汚
染等につきましては、現況調査を行った
うえで、将来の騒音・振動・大気汚染
（NO2、SPM）等の予測を行い、環境基準
や要請限度と照し合せ、著しい影響は生
じないと評価しています。また、トラッ
クバースを建物に内包化、周辺住居に配
慮した敷地内の車両走行ルートの設定、
敷地内における徐行の徹底など事業者が
可能な対策をしています。 

38 【要旨】 
説明会の件 
【内容】 
エンゼルハイムに住んでいる人達の大半
は阪神大震災を経験し、やっとの思いで
見つけた、永住の地、30 年も経つと年を
取り外へも出にくい人たちも出て来てい
ます。 
 
 
（次頁につづく） 

眺望及び日照阻害につきましては、当
該地において許容される建物大きさを最
大限度まで利用せず、建物壁面の後退、
建物高さを調整するなど、事業者として
可能な限り、眺望への配慮に取組んでい
ます。 
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（前頁からのつづき） 
ベランダに出ても、マンションより背の
高い建物が目の前にあると威圧感で精神
的にも、病む人が出ると思います。野村
不動産の方も、この状態だと購入しない
と言われておられましたよネ。だった
ら、流通の建物を無くし、他へ転用する
ことは考えられませんか。出来ないとす
ると建物の位置を最大限南に寄せること
をお願いしたい。マンション側を出来る
だけ開けて頂けると嬉しいです。お互
い、相手を思いやる優しい企業であって
欲しいです。 

39 【要旨】 
昨日の説明会の件。 
【内容】 
説明会に出席させて頂き、30 年も前から
住んでおられる方を無視して建てられる
のは、どちらにも良い印象は残らないと
思います。土地の大半は伊丹寄りです
し、伊丹市にとっては何の問題もないと
考えておられると思います。どのあたり
に建てられるかわかりませんが、どちら
も納得出来る（ウィンウィンの関係）こ
とこそ大事だと思います。建物の位置を
最大限、マンションより遠ざけ、南の端
に寄せる案はいかがでしょうか。隣は山
田デンキさんですし、住んではいないの
で！！マンションの方の威圧感も変わる
のではないでしょうか。皆さん、阪神大
震災を受け、やっと手に入れられた、永
住の地、もっと優しい思いやりを持って
頂けると私達は嬉しいです。 
 

敷地南側は北側住居への影響を最大限
低減するため、大型車両の通行路としま
した。また、眺望及び日照阻害につきま
しては、当該地において許容される建物
大きさを最大限度まで利用せず、建物壁
面の後退、建物高さを調整するなど、事
業者として可能な限り、眺望への配慮に
取組んでいます。 

40 【要旨】 
事業主である野村不動産㈱から説明すべ
きであったが、ほぼ㈱オオバからの説明
であり、事業主として説明責任を果たし
ていない野村不動産㈱のひな壇出席者で
あった S さん、Y さんが環境影響評価内容
をできていない印象を受け、不信感が増
した。 
【内容】 
質問に対して納得できる詳細説明なし。
基準に則って計算、数値は基準内である
と回答の繰り返し（兵庫県知事の回答と
同じ）。 
特に日照、電波障害の見積もりが甘い。
また右折入場の交通渋滞、計画地近辺で
多発する事故から考えると交通事故に対
するリスク把握が甘い。出入口が幹線道
路である産業道路一箇所であることも大
きな問題である（出入口の信号もなく、
子どもが事故にあうのでは…）。すべてに
おいて、基準内の数値に合わせた“鉛筆
なめなめ”資料である。景観写真につい
て、マンションから見る南側の現況と将
来写真の追加を強く希望する。 

景観の視点場につきましては、伊丹市
環境審議会からの助言のもと、町並みの
保全の観点から、不特定多数の人が集ま
る場所として選定しています。そのた
め、個人宅からの住居からの視点は想定
しておりません。 

その他、貴重なご意見として承りまし
た。 
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41 【要旨】 
交通渋滞の発生 
【内容】 
公共交通機関の遅延 

渋滞につきましては、周辺交差点 4 箇
所において現況調査を行ったうえで需要
率等の将来予測を行い、著しい交通への
影響は生じないと評価しており、バス等
の公共交通機関の運行状況に著しい影響
は生じないと考えております。 

42 【要旨】 
― 
【内容】 
物流センターが出来る事により車の出入
りが多くなり通学する児童の妨げとなる
事が予想されます。伊丹市はどの様にお
考えでしょうか。 

貴重なご意見として、伊丹市に申し伝
えます。 

43 【要旨】 
物流センターに対する反論文。 
【内容】 
この住宅地に物流センターができると聞
きびっくりしました。それもマンション
より高く隣に建設と聞き住民の方の苦痛
を考えると怒りを感じます。24 時間体制
で稼働と聞くとエンゼルハイムの方々の
「騒音や日照時間」気の休まることがで
きないと思います。産業道路の交通量も
多くなり事故も大丈夫かと不安になりま
す。住民の方の配慮がなさすぎです。説
明会も決まったことの説明会で市会議員
の方は何をしていたのかと思います。 

関係車両等による騒音につきまして
は、現況調査を行ったうえで、将来の騒
音の予測を行い、規制基準と照し合せ、
著しい影響は生じないと評価していま
す。また、トラックバースを建物に内包
化、周辺住居に配慮した敷地内の車両走
行ルートの設定、敷地内における徐行の
徹底など事業者が可能な対策をしていま
す。 

日照阻害につきましては、建築基準法
上の規制に適合させ、更に当該地におい
て許容される建物大きさを最大限度まで
利用せず、建物壁面の後退、建物高さを
調整するなど、事業者が可能な対策をし
ています。 

渋滞につきましては、周辺交差点 4 箇
所において現況調査を行ったうえで需要
率等の将来予測を行い、著しい交通への
影響は生じないと評価しております。ま
た、入居テナントへ現況の周辺交通状況
を申し伝え、適切な運行計画を検討でき
るようにします。 

44 【要旨】 
・地域の住民の安全に配慮する。 
・交通量で住民の生活活動を妨げない。 
【内容】 
通学路になっていると聞きました。学
童、生徒への特段の注意をお願いした
い。登下校時の配車を止めてほしい。ま
た、深夜（夜間）の配車も止めてほしい
です。 
この度の説明会を学校でも開いてくださ
い。施設の管理（火事 etc）を充分にお
願いします。また、美しい環境を保って
ほしいです（木を植える etc）。よろしく
お願いします。 

歩行者等への交通安全対策としまして
は、運転者の安全運転の徹底を図るとも
に、車両出入口において出庫警報装置の
設置、誘導員の配置を検討しています。 

環境影響評価準備書の説明会は 2025 年
6 月 8 日及び 10 日に実施しました。今
後、評価書が公表されましたら、内容を
閲覧できます。 

45 【要旨】 
街なかに巨大物流倉庫が出来、24 時間稼
働し交通事故や騒音等で安全が脅かされ
る 
 
 
 
（次頁につづく） 

歩行者等への交通安全対策としまして
は、運転者の安全運転の徹底を図るとも
に、車両出入口において出庫警報装置の
設置、誘導員の配置を検討しています。 

関係車両等による騒音・振動・大気汚
染等につきましては、現況調査を行った
うえで、将来の騒音・振動・大気汚染
（NO2、SPM）等の予測を行い、環境基準
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（前頁からのつづき） 
【内容】 
１．生活道路に大量の大型トラックが日

夜問わず往来しライフラインや日常
生活に支障が出る 

２．従来よりこの地域は空港の騒音に悩
まされ健康被害も心配な上これ以上
の騒音、振動は地域住民にとって到
底容認できない 

３．兵庫県の環境基準と異なる独自の基
準値で算定し現況と予測値は誤差と
結論。大学教授の試算なので正しい
との説明に終始するが大学名も署名
の開示もない資料は信憑性に欠ける
説明会で不信感が募った。よって上
記建設の撤回を求めます。 

 

や要請限度と照し合せ、著しい影響は生
じないと評価しています。また、トラッ
クバースを建物に内包化、周辺住居に配
慮した敷地内の車両走行ルートの設定、
敷地内における徐行の徹底など事業者が
可能な対策をしています。 

その他、貴重なご意見として承りまし
た。 

46 【要旨】 
１．反射（音、光など）、騒音についての
再調査の必要性について 
２．調査が足りない、説明が足りないと
考えている 
３．こんなにも巨大な 24 時間稼働の物流

施設の影響は計り知れない。特に周
辺の交通事故、渋滞に不安がある 

４．右折入庫は絶対に禁止にするべき。
その条件で再調査すべきである。 
【内容】 
１．電波障害について、エンゼルハイム1

番館にアンテナがあるので基本的に
大丈夫だが、10 階マンションに相当
する建物が出来た場合、反射の可能
性があると思う、説明されていたの
で、調査すべきです。 

  騒音について、平均値で出すルール
なのはわかったが、中央値、最高
値、最低値、標準偏差も示すべきで
あると考えます。住民にとっては、
平均値で出されても、生活への影響
は平均値では評価できないと思いま
す。 

２．  マンションから建物の壁しか見えな
くなる部屋がほとんど、それによる
住民の精神的なダメージは大きい。
住民にとっては環境影響のひとつで
ある。近隣でトラックが時間まで待
機する可能性はないのか。敷地内待
機の場所、その際のアイドリング
（その場合の運転手の待機場所等に
ついても説明はなかった）、それに
よる環境への影響について説明・調
査がない。施設内で出るゴミ収集場
所の説明がなかった。万代が買った
とされる場所と交換してたてること
でかなり大きな問題がたくさん解決
されることは想定できる。 
 

（次頁につづく） 

電波障害につきましては、遮へい障害
範囲の住居は基本的に既設共聴アンテナ
等が設置されており、テレビの受信不良
は生じないと予測していますが、万が一
障害が発生する場合は、アンテナを移
設・追加する等、適切に対応させていた
だきます。 

騒音につきましては、国が定める基準
に従って評価しています。 

眺望及び日照阻害につきましては、当
該地において許容される建物大きさを最
大限度まで利用せず、建物壁面の後退、
建物高さを調整するなど、事業者として
可能な限り、眺望への配慮に取組んでい
ます。 

待機車両につきましては、物流施設の
運用において、場外での待機車両が発生
しないよう、十分なトラックバース数を
確保しており、また、トラックバース予
約管理システム等の導入により、円滑な
運行を図ります。 

入退場経路につきましては、県道尼崎
池田線を経路設定しており、生活道路は
経路設定しておりません。入居するテナ
ントには生活道路に進入することがない
ように要請します。 

交通量調査につきましては、尼崎池田
線上の交差点を複数調査しており、尼崎
池田線は直線の道路のため、久代 5 丁目
交差点の交通量も把握できております。 

交通の予測につきましては、供用後に
おける左折入場・左折退場の場合の予測
も行っており、準備書に記載しておりま
す。 
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（前頁からのつづき） 
市として、取りくむべき、考えるこ
とはある。法律だけじゃない。 

３．エンゼルハイム前の道を通る車も出
てくるはずなのに、その道路の渋滞
調査がされていない。産業道路の渋
滞のためにエンゼル前から左折右折
が困難になる。現在でも 1 回の信号
で右折左折出来ないことはよくある
（歩行者も多いので）。北伊丹駅近く
のふみきり（171 の下）の道も通る
可能性（トラック、従業員）がある
のに渋滞調査がされていない。現在
もダイハツの大きなトラックが 1
台、バスが 1 台通るだけで、混雑す
る。交通違反も多くよく警察もとり
しまりをしている。警察とも情報共
有、連携をとり対策を考えるべきで
ある。また、この施設以外にも物流
施設が 2 つたつと聞いています。規
模が小さく、環境影響評価を出す義
務はないのかもしれませんが、全て
合わせての評価でなければ意味がな
いと思います。たとえば、この建物
はななめ向かいにも物流施設がたつ
と聞いていますが、そこのトラック
が左折右折入庫可であれば、産業道
路の渋滞はすごいことになります。
そのことについて市はしっかりと環
境調査するべきだと思います。賃貸
なので、渋滞が凄ければ引っ越しま
すといっている夫婦もいました。こ
れが本当の解決策でしょうか。伊丹
市川西市は何もしてくれないと話が
広まれば住む人も減ります。一部の
人がガマンしなければ、ガマンして
成り立つことは不平等だと思いま
す。基本的人権を尊重した計画、そ
れこ伴う環境調査でなければ全く意
味がないと思います。 

４．右折入庫も可能という条件で調査さ
れておりますが（2024 年には右折で
の死亡事故が起きています！）右折
入庫禁止は当然だと思っています。
このことについて説明会でも質問・
意見しましたが、「他人様のことです
が、交通違反もあったようです。」等
での返答でした。ということは、原
則、右折入庫禁止とテナントに入る
企業にお伝えしても、企業が守らな
ければ企業が守らなかっただけで
す。と弁明されると思いました。市
としてそれを認めるのですか？その
ような企業が運営する施設を認可す
るのですか？せめて、右折入庫禁止
という条件で再調査すべきです。 

（次頁につづく） 

5 - 47



 

（前頁からのつづき） 
もし、事故最悪の場合、亡くなる方
がいた場合に、右折入庫を容認した
市の責任も大きいと思います。住民
の命を生活をどうぞ守ってくださ
い。 

47 【要旨】 
該当施設規模の大幅縮小を求める。 
【内容】 
伊丹と尼崎、川西を結ぶ幹線道路沿いに
巨大過ぎる物流倉庫が設置される事は、
周辺住民にとって害でしかありません。
一日千台（1 分間に 1 台）24 時間稼働の
車両の出入りは多くの交通渋滞と事故リ
スク、排ガスによる空気の汚染が懸念さ
れます。4 階建で 30 メートルの高さとの
事であり、近隣マンション住民にとって
はこれまでのような日照が確保されない
他、景観も損なわれ、保有資産の価値も
大きく目減りするものです。現計画の半
分の車両出入りとするには 2 階建に変更
するような計画縮小の見立てとなりま
す。建設業者の説明は数メートルのセッ
トバックなどお茶を濁すような牛歩戦術
ですが、誠意ある対応を望むところです
し、行政サイドにおかれても、踏み込ん
だ対応お願いしたいと希望します。 

渋滞につきましては、周辺交差点 4 箇
所において現況調査を行ったうえで需要
率等の将来予測を行い、著しい交通への
影響は生じないと評価しております。ま
た、入居テナントへ現況の周辺交通状況
を申し伝え、適切な運行計画を検討でき
るようにします。 

歩行者等への交通安全対策としまして
は、運転者の安全運転の徹底を図るとも
に、車両出入口において出庫警報装置の
設置、誘導員の配置を検討しています。 

関係車両等による大気汚染につきまし
ては、現況調査を行ったうえで、将来の
大気汚染（NO2、SPM）等の予測を行い、
環境基準と照し合せ、著しい影響は生じ
ないと評価しています。また、トラック
バースを建物に内包化、周辺住居に配慮
した敷地内の車両走行ルートの設定、敷
地内における徐行の徹底など事業者が可
能な対策をしています。 

日照阻害につきましては、建築基準法
上の規制に適合させ、更に当該地におい
て許容される建物大きさを最大限度まで
利用せず、建物壁面の後退、建物高さを
調整するなど、事業者が可能な対策をし
ています。 

48 【要旨】 
１．計画段階での説明不足 
２．交通影響度調査内容が足らない 
３．風害調査が行われていない 
４．物流倉庫への出入り口が危険。 
【内容】 
１．計画段階での前広な説明がなく、周

辺住民への説明は形だけの開催にな
っている。議事録の提示もない。 

２．久代 5 丁目交差点が調査されていな
い。特に東西の交通量の調査は必須で
は？ 
３．風害調査は不要との説明がありまし

た。風害が発生した場合、取り壊し
ていただきたい。 

４．出入口に信号機の設置を希望しまし
たが、道路でないと設置できないと
の説明がありました。事故が多発し
ている場所（死亡事故を含む）で、
一日 500 台(出入りで 1000 台)を信号
機なしで出入りさせるのは危険極ま
りないと思います。対策として、鋳
物師 5 丁目（信号機あり）の交差点
を出入口として、北側からの左折の
際、敷地を削って専用の左折車線を
増設することを希望します。 

環境影響評価準備書の説明会は 2025 年
6 月 8 日及び 10 日に実施しました。今
後、評価書が公表されましたら、内容を
閲覧できます。 

入退場経路につきましては、県道尼崎
池田線を経路設定しており、生活道路は
経路設定しておりません。入居するテナ
ントには生活道路に進入することがない
ように周知徹底します。 

風害につきましては、当該建築物は、
周辺建物との離隔を確保されていること
や、高層建築物に該当しないことから、
著しい影響はないと考えております。 

現況道路の形状等に対するご意見・ご
要望は、警察や道路管理者等の関係機関
にお伝えします。 
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5-3.第2次審査意見と事業者の見解 

伊丹市環境影響評価に関する要綱第 16 条の規定による審査委員の概要と事業者の見

解を以下に示す。 
 

表 5-3-1(1) 第 2 次審査意見の概要と事業者の見解 

審査意見書 事業者見解 該当ページ 

全般事項 

(1)事業計画  
(ア)事業の目的について、消費者へ

の最終配送過程を表す「ラス

トワンマイル」という言葉を

定義に矛盾しない表現に改め

ること。 

「ラストワンマイル」という言

葉を定義に矛盾しない表現としま

す。 p.1-1 

(イ)環境影響要因における「駐車場

の利用」について、わかりや

すい表現とすること。 

環境影響要因における「駐車場

の利用」について、わかりやすい

表現とします。 

第 2 章、  
第 3 章（大気汚

染、騒音）、  
第 4 章、第 7 章  

(2)環境保全措置  
(ア)工事中及び施設供用後に事業者

が設ける問い合わせ窓口を十

分に周知すること。また、問

題が発生した場合に、住民を

はじめ関係各所と事業者間で

協議できる体制とすること。 

工事中及び施設供用後に事業者

が設ける問い合わせ窓口を十分に

周知します。また、問題が発生し

た場合に、住民をはじめ関係各所

と事業者間で協議できる体制とし

ます。 

p.4-1 

(イ)施設供用後のテナントを管理・

監督するために、管理規約を

設け、当事者間の契約にて遵

守させることを環境影響評価

書に明記すること。 

施設供用後のテナントを管理・

監督するために、管理規約を設

け、当事者間の契約にて遵守させ

ることを環境影響評価書に明記し

ます。 

p.4-1 

(ウ)住宅に隣接する物流施設である

ため、建物の開口部の工夫等

による近隣住居へのプライバ

シー配慮を講じること。 

住居に近い北側においては、当

初計画より窓の数を減らし、設備

バルコニーを縮小、また、目隠し

フィルムを貼付することにより、

プライバシー配慮を講じます。 

p.1-20 

(エ)各環境影響項目において、事後

監視を着実に実施し、予測結

果を超過する場合に適切な改

善策を講じられるように備え

ること。 

審査意見に基づき、交通、大気

汚染、騒音、振動、地球環境、動

植物については事後監視を着実に

実施し、環境保全目標と照らし合

わせ必要に応じて適切な改善策を

講じます。 

第 7 章  
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表 5-3-1(2) 第 2 次審査意見の概要と事業者の見解 

審査意見書 事業者見解 該当ページ 

個別事項 

(1)交通  
(ア )出入口西側の道路において、

滞留車両を発生させないよう

に、適切なトラック待機スペ

ースを設けるなどの対応策を

検討・実施すること。 

トラックバースを十分に設ける

ことで滞留が発生しない施設計画

とします。また、適切なトラック

待機スペースを設ける計画としま

す。 

－ 

(イ )右折滞留長の予測方法におい

て、計算式の出典を明記する

こと。 

計算式の出典を明記します。 p.3-1-20、  
33 

(2)大気汚染  
(ア)周辺環境への影響に配慮し、工

事中及び供用後の事後監視調

査を実施すること。 

工事中及び供用後の事後監視調

査を実施します。 p.6-1、3、4 

(3)騒音・振動・低周波音 
(ア)工事中及び施設供用後に事業者

が設ける問い合わせ窓口を利

用するなど、近隣住民とのコ

ミュニケーションの充実を図

り、それらの内容を明記する

こと。 

環境保全措置の項目に「問い合

わせ窓口を設け、近隣住民とのコ

ミュニケーションを図る。」と明記

し、近隣住民とのコミュニケーシ

ョンの充実を図っていきます。 

p.3-3-16、  
21、26、39 
p.3-4-12、  
18、22 
p.3-5-11 

(4)日照阻害  
(ア )建築基準法の日影規制を遵守

し、周辺環境に著しい影響が

ないことが分かるように予測

結果図に表現すること。 

建築基準法の日影規制を遵守

し、周辺環境に著しい影響がない

ことが分かるように予測結果図に

表現します。 

p.3-6-6、7 

(5)廃棄物  
(ア)廃棄物の処理について、周辺住

民に悪臭などの影響がでない

よう配慮し、契約する業者と

回収方法や頻度などの運用に

ついて協議し、清潔の確保に

努めること。 

廃棄物の処理について、周辺住

民に悪臭などの影響がでないよう

配慮し、契約する業者と回収方法

や頻度などの運用について協議

し、清潔の確保に努めます。 

－ 

(イ)テナントと施設から様々な種類

の廃棄物が発生するので、責

任区分を明確にし、適正な処

理及びリサイクルの推進を実

施すること。 

テナントと施設から発生する廃

棄物について、責任区分を明確に

し、適正な処理及びリサイクルの

推進を実施します。 
p.3-8-8 
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表 5-3-1(3) 第 2 次審査意見の概要と事業者の見解 

審査意見書 事業者見解 該当ページ 

(6)景観  
(ア )計画建物と周辺環境との関係性

が分かるように眺望点の位置を

修正すること。また、階高ごと

の範囲を屋根伏図に掲載するこ

と。 

計画建物と周辺環境との関係性

が分かるように眺望点の位置を修

正します。また、階高ごとの範囲

を屋根伏図に掲載します。 

p.1-7、  
p.3-9-15～  
22 

(イ )景観に係る条例等に適合するだ

けでなく、より周辺環境に調和

した建物となるように計画する

こと。 

景観に係る条例等に適合するだ

けでなく、より周辺環境に調和し

た建物となるように計画します。 
－ 

(7)地球環境  
(ア )反射光による周辺の環境への影

響に配慮した太陽光パネルの配

置を検討すること。 

計画建物 2 階屋根においては、

太陽光パネルを設置しないこと

で、反射光による周辺の環境への

影響に配慮した太陽光パネルの配

置とします。 

－ 

(8)動植物  
(ア )事業計画地において、重要種が

確認されているが、中でも絶滅

危惧ⅠB 類（伊丹の貴重な野生

生物リスト A ランク）に該当す

るシルビアシジミについて、以

下の指摘事項を検討し、表現を

改めること。 
①希少な種であることを明記す

ること。 
②食草などの生息環境について

の関係性を記載すること。 
③周辺の生息状況に関わらず、

事業計画地で植栽計画等によ

る保全対策を計画・実施する

こと。 

シルビアシジミについて、以下

のことを検討し、表現を改めま

す。 
①希少な種であることを明記しま

す。 
②食草などの生息環境についての

関係性を記載します。 
③周辺の生息状況に関わらず、事

業計画地で植栽計画等による保

全対策とします。 

p.3-11-3、  
13 
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第６章 準備書記載内容の検討内容及び経緯・補正事項 

6-1.準備書記載内容の検討内容及び経緯

伊丹市環境審議会の開催状況を表 6-1-1 に示す。 

表 6-1-1  伊丹市環境審議会の開催状況 

審議会 日時 審議内容

令和 7 年度 
第 1 回 
伊丹市環境審議会

令和 7 年 6 月 9 日（月） 事業計画、交通、廃棄物、景観、

地球環境、動植物、土壌汚染に

ついて

令和 7 年度 
第 1 回 
伊丹市環境審議会

専門委員会

令和 7 年 7 月 9 日（水） 事業計画、交通、騒音・振動・

低周波音、日照阻害、廃棄物、

景観、動植物について

令和 7 年度 
第 2 回 
伊丹市環境審議会

専門委員会

令和 7 年 9 月 2 日（火） 事業計画、大気汚染、廃棄物、

景観、動植物ついて

令和 7 年度 
第 2 回 
伊丹市環境審議会

令和 7 年 10 月 23 日（木） 答申案について
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6-2.準備書記載内容の補正事項 

準備書記載内容の補正事項を表 6-2-1(1)～(3)に示す。 
 

表 6-2-1(1) 準備書記載内容の補正事項 

審査意見書 事業者見解 該当ページ 

全般事項 

(1)事業計画 
(ア)事業の目的について、消費者へ

の最終配送過程を表す「ラスト

ワンマイル」という言葉を定義

に矛盾しない表現に改めるこ

と。 

「ラストワンマイル」という言

葉を定義に矛盾しない表現としま

した。 p.1-1 

(イ)環境影響要因における「駐車場

の利用」について、わかりやす

い表現とすること。 

環境影響要因における「駐車場

の利用」について、わかりやすい

表現としました。 

第 2 章、  
第 3 章（大気汚

染、騒音）、  
第 4 章、第 7 章 

(2)環境保全措置  
(ア)工事中及び施設供用後に事業者

が設ける問い合わせ窓口を十

分に周知すること。また、問題

が発生した場合に、住民をはじ

め関係各所と事業者間で協議

できる体制とすること。 

工事中及び施設供用後に事業者

が設ける問い合わせ窓口を十分に

周知します。また、問題が発生し

た場合に、住民をはじめ関係各所

と事業者間で協議できる体制とし

ます。 

p.4-1 

(イ)施設供用後のテナントを管理・

監督するために、管理規約を設

け、当事者間の契約にて遵守さ

せることを環境影響評価書に

明記すること。 

施設供用後のテナントを管理・

監督するために、管理規約を設け、

当事者間の契約にて遵守させるこ

とを環境影響評価書に明記しまし

た。 

p.4-1 

(ウ)住宅に隣接する物流施設である

ため、建物の開口部の工夫等に

よる近隣住居へのプライバシ

ー配慮を講じること。 

住居に近い北側においては、当

初計画より窓の数を減らし、設備

バルコニーを縮小、また、目隠し

フィルムを貼付することにより、

プライバシー配慮を講じます。 

p.1-20 

(エ)各環境影響項目において、事後

監視を着実に実施し、予測結果

を超過する場合に適切な改善

策を講じられるように備える

こと。 

審査意見に基づき、交通、大気

汚染、騒音、振動、地球環境、動植

物については事後監視を着実に実

施し、環境保全目標と照らし合わ

せ必要に応じて適切な改善策を講

じます。 

第 7 章  
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表 6-2-1(2)  準備書記載内容の補正事項 

審査意見書 事業者見解 該当ページ 

個別事項 

(1)交通 
(イ )右折滞留長の予測方法におい

て、計算式の出典を明記するこ

と。 

計算式の出典を明記しました。 p.3-1-20、 
33 

(2)大気汚染 
(ア)周辺環境への影響に配慮し、工

事中及び供用後の事後監視調

査を実施すること。 

工事中及び供用後の事後監視調

査を実施します。 p.7-1、3、4 

(3)騒音・振動・低周波音 
(ア)工事中及び施設供用後に事業者

が設ける問い合わせ窓口を利

用するなど、近隣住民とのコミ

ュニケーションの充実を図り、

それらの内容を明記すること。 

環境保全措置の項目に「問い合わ

せ窓口を設け、近隣住民とのコミュ

ニケーションを図る。」と明記し、近

隣住民とのコミュニケーションの

充実を図っていきます。 

p.3-3-16、 
21、26、39 
p.3-4-12、 
18、22 
p.3-5-11 

(4)日照阻害 
(ア )建築基準法の日影規制を遵守

し、周辺環境に著しい影響がな

いことが分かるように予測結

果図に表現すること。 

建築基準法の日影規制を遵守し、

周辺環境に著しい影響がないこと

が分かるように予測結果図に表現

しました。 

p.3-6-6、7 

(5)廃棄物 
(イ)テナントと施設から様々な種類

の廃棄物が発生するので、責任

区分を明確にし、適正な処理及

びリサイクルの推進を実施す

ること。 

テナントと施設から発生する廃

棄物について、責任区分を明確に

し、適正な処理及びリサイクルの推

進を実施します。 
p.3-8-8 
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表 6-2-1(3)  準備書記載内容の補正事項 

審査意見書 事業者見解 該当ページ 

(6)景観 
(ア )計画建物と周辺環境との関係性

が分かるように眺望点の位置を

修正すること。また、階高ごと

の範囲を屋根伏図に掲載するこ

と。 

計画建物と周辺環境との関係性

が分かるように眺望点の位置を修

正しました。また、階高ごとの範囲

を屋根伏図に掲載しました。 

p.1-7、 
p.3-9-15～ 
22 

(8)動植物 
(ア )事業計画地において、重要種が

確認されているが、中でも絶滅

危惧ⅠB 類（伊丹の貴重な野生

生物リスト A ランク）に該当す

るシルビアシジミについて、以

下の指摘事項を検討し、表現を

改めること。 
①希少な種であることを明記す

ること。 
②食草などの生息環境について

の関係性を記載すること。 
③周辺の生息状況に関わらず、

事業計画地で植栽計画等によ

る保全対策を計画・実施する

こと。 

シルビアシジミについて、以下の

ことを検討し、表現を改めました。 
①希少な種であることを明記しま

した。 
②食草などの生息環境についての

関係性を記載しました。 
③周辺の生息状況に関わらず、事業

計画地で植栽計画等による保全

対策としました。 
p.3-11-3、13 
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第７章 事後監視調査の内容 

7-1.事後監視調査項目の選定

事後監視調査の対象項目及び選定理由を表 7-1-1(1)～(3)に示す。 

表 7-1-1(1) 事後監視調査の対象項目と選定理由 

環境項目 工事中 供用時 選定理由等

交通 － 〇

【工事中】

・工事用車両の走行により、近接する交差点及び事業計画地周

辺の主要交差点において著しい交通量の悪化はないと予測

されるため、事後監視調査の対象としない。

【供用時】

・施設関連車両の走行により、近接する交差点及び事業計画地

周辺の主要交差点において著しい交通量の悪化はないと予

測されるものの、テナントが未定であり、予測の不確実性の

懸念もあることから、事後監視調査の対象とする。

大気

汚染
〇 〇

【工事中】

・建設機械の稼働（工事用車両の走行（敷地内）を含む）によ

る大気汚染は、環境基準を達成すると予測されるが、事業計

画地は住居と隣接していることに配慮して、建設機械の稼働

による影響が最大となる時期に事後監視調査を行う。

・工事用車両の走行（敷地外）による大気汚染は、環境基準を

達成すると予測されため、事後監視調査の対象としない。

【供用時】

・施設関連車両の走行（敷地外）による大気汚染は、現況の交

通車両による影響が大きく、施設関連車両による寄与はわず

かであり、事後監視調査の対象としない。

・施設関連車両の走行（敷地内）による大気汚染は、環境基準

を満足すると予測されるものの、事業計画地は住居と隣接し

ていることに配慮して、事後監視調査の対象とする。

注）表中の○印は、事後監視調査の対象とする項目を示す。
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表 7-1-1(2)  事後監視調査の対象項目と選定理由 

環境項目  工事中 供用時 選定理由等  

騒音  〇  〇  

【工事中】  
・建設機械の稼働による騒音は、特定建設作業に係る規制基準

を下回るものの、現況の騒音よりも高くなることに配慮し

て、建設機械の稼働による影響が最大となる時期に事後監視

調査を行う。  
・工事用車両の走行による騒音は、現況からの騒音レベルの増

加はほとんどなく、環境基準を達成すると予測されるが、現

状の騒音よりも高くなることに配慮して、事後監視調査を行

う。  
【供用時】  
・冷暖房施設の稼働及び駐車場の利用による騒音は、規制基準

を満足すると予測されるものの、テナントが未定であり、予

測の不確実性の懸念もあることから、事後監視調査の対象と

する。 
・施設関連車両の走行による騒音は、現況からの騒音レベルの

増加量はわずかであり、環境基準を達成すると予測される

が、現状の騒音よりも高くなることに配慮し、事後監視調査

を行う。  

振動  〇  〇  

【工事中】  
・建設機械の稼働による振動は、特定建設作業に係る規制基準

を下回るものの、現況の振動よりも高くなることに配慮し

て、建設機械の稼働による影響が最大となる時期に事後監視

調査を行う。  
・工事用車両の走行による振動は、現況からの振動レベルの増

加はほとんどなく、道路交通振動の要請限度を満足するもの

の、現況の振動よりも高くなることに配慮して、事後監視調

査を行う。  
【供用時】  
・冷暖房施設の稼働による振動は、現況の振動レベルが低いこ

とに加えて、現況からの振動レベルの増加量も少なく、規制

基準を満足すると予測されるが、現況の振動よりも高くなる

ことに配慮して、事後監視調査を行う。  
・施設関連車両の走行による振動は、現況の振動レベルが低い

ことに加えて、現況からの振動レベルの増加量も少なく、道

路交通振動の要請限度を満足すると予測されるが、現況の振

動よりも高くなることに配慮して、事後監視調査を行う。  

低周波音  －  －  
【供用時】  
・冷暖房施設等の稼働による低周波音は、音圧レベルが低いと

予測されるため、事後監視調査の対象としない。  

注）表中の○印は、事後監視調査の対象とする項目を示す。    
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表 7-1-1(3)  事後監視調査の対象項目と選定理由 

環境項目  工事中 供用時 選定理由等  

日照阻害  －  －  
【供用時】  
・日影規制に適合する建物の配置及び大きさとするため、事後

監視調査の対象としない。  

電波障害  －  －  
【供用時】  
・テレビ電波の受信に障害が生じた場合は、速やかに適切な措

置を講じるため、事後監視調査の対象としない。  

廃棄物 －  －  

【工事中】  
・廃棄物の発生抑制、再利用等を適切に実施するため、事後監

視調査の対象としない。  
【供用時】  
・廃棄物の発生抑制、再利用等を適切に実施するため、事後監

視調査の対象としない。  

景観  －  －  
【供用時】  
・都市景観の検討及び評価は、「伊丹市都市景観審議会」で審議

されるため、事後監視調査の対象としない。  

地球環境  －  〇  

【工事中】  
・工事中の温室効果ガスの排出量は、供用時と比較して少なく、

一時的なものであることから、事後監視調査の対象としな

い。  
【供用時】  
・供用時の温室効果ガスの排出量は、今後の事業計画の進捗状

況により運営形態が変わる等した場合には変更される場合

があり、不確実性が大きいため、また、エネルギーの効率的

な利用等の温室効果ガス排出量の削減措置について、適切に

運用されているかの検証を目的に、事後観察調査を行う。  

動植物 －  〇  
【供用時】  
・動植物の生息・生育基盤が、適切に確保できているかの検証

を目的に、事後監視調査を行う。  

注）表中の○印は、事後監視調査の対象とする項目を示す。  
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7-2.事後監視調査計画 

事後監視調査計画の内容を表 7-2-1～表 7-2-2(1)～(2)に示す。 
 

表 7-2-1 事後監視調査計画（工事中） 

環境  

項目  
細目  調査地点  調査時期・期間  調査方法  

大気  

汚染  

窒素酸化物  

浮遊粒子状

物質  

住居側敷地

境界 1 地点

（設置する

ことができ

る事業計画

地北側の公

園）  

工事の最盛期  

24 時間×1 回  

PTIO 法（短期暴露用拡散型サ

ンプラー）、ろ過捕集法による  

騒音  騒音レベル  

（建設機械

の稼働、工事

用車両の走

行）  

敷地境界騒

音 2 地点、一

般環境騒音

1 地点、道路

交通騒音 2

地点  

工事の最盛期  

工事開始～工事終

了の 24 時間×1 回 

「特定建設作業に伴って発生

す る 騒 音 の 規 制 に 関 す る 基

準」（厚生省・建設省告示第 1 号）

に定める方法  

振動  振動レベル  

（建設機械

の稼働、工事

用車両の走

行）  

敷地境界騒

音 2 地点、一

般環境騒音

1 地点、道路

交通騒音 2

地点  

工事の最盛期  

工事開始～工事終

了の 24 時間×1 回 

「振動規制法施行規則」（昭和

51 年総理府令第 58 号）に定め

る方法 

 
表 7-2-2(1) 事後監視調査計画（供用時） 

環境  

項目  
細目  調査地点  調査時期・期間  調査方法  

交通  交差点需要

率、方向別混

雑度、右折渋

滞長（施設関

連車両の走

行（敷地外）） 

道路沿道 2

地点  

供用後 

24 時間×1 回  

事業計画地出入口に近接する

交差点及び事業計画地周辺  

の主要交差点において、自動車

類交通量（大型、小型、二輪）、 

歩行者及び自転車通行量を方

向別、時間別にハンドカウン  

ター等により計測し、信号現

示、自動車渋滞長及び滞留長に  

ついても確認する。  
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表 7-2-2(2) 事後監視調査計画（供用時） 

環境  

項目  
細目  調査地点  調査時期・期間  調査方法  

大気  

汚染  

窒素酸化物  

浮遊粒子状

物質  

二酸化窒素

及び浮遊粒

子状物質の

1 時間値の

最大着地濃

度地点付近

で設置する

ことができ

る地点（事業

計画地北側

の公園）  

供用後 

1 週間×1 回  

PTIO 法（短期暴露用拡散型サ

ンプラー）、ろ過捕集法による  

騒音  騒音レベル  

（冷暖房施

設の稼働及

び駐車場の

利用、施設関

連車両の走

行）  

敷地境界騒

音 2 地点、一

般環境騒音

1 地点、道路

交通騒音 2

地点  

供用後 

24 時間×1 回  

「特定工場等において発生す

る騒音の規制に関する基準」

（昭和 43 年厚農林通運告示第

1 号）に定める方法  

振動  振動レベル  

（冷暖房施

設の稼働、施

設関連車両

の走行）  

敷地境界騒

音 2 地点、一

般環境騒音

1 地点、道路

交通騒音 2

地点  

供用後 

24 時間×1 回  

「振動規制法施行規則」（昭和

51 年総理府令第 58 号）に定め

る方法 

地球  

環境  

エネルギー

使用量、温室

効果ガス排

出量  

事業計画地  供用後 

1 年間  

電力使用量等の記録とその整

理による方法  

※太陽光発電等の設備を設置した

場合は、その発電量、用途につい

ても記録、整理する。  

動植物 重要な種及

び群落の生

息・生育状況

の変化 

事業計画地  供用後 

1 回 

フィールドサイン法、任意観察

法、植生図の作成による。  
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第８章 対象事業の実施に係る法令又は条例の規定による許認可等の種類 

8-1.対象事業の実施に係る法令又は条例の規定による許認可等の種類

対象事業に必要な主な許認可等及び根拠法令は、表 8-1-1 に示すとおりである。 

表 8-1-1 対象事業に必要な許認可等及び根拠法令 

許認可等 根拠法令

建築物の確認
建築基準法

航空法

土地の形質の変更の届出 土壌汚染対策法

盛土等 宅地造成及び特定盛土等規制法

埋蔵文化財 文化財保護法

緑化 兵庫県環境の保全と創造に関する条例

建築物の設置

伊丹市宅地開発等指導要綱

川西市開発行為等指導要綱

川西市環境保全条例

特定建設作業
騒音規制法

振動規制法
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第９章 その他環境影響評価の実施に係る事項 

事前調査等委託先の名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地は以下に示すとお

りである。

委託先の名称 ：株式会社オオバ

代表者 ：代表取締役社長 辻本 茂
主たる事務所の所在地 ：東京都千代田区神田錦町 3 丁目 7 番 1 号興和一橋ビル 
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本書に掲載した地図のうち、国土地理院発行の地図については、地理院タイル

（https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html）及び電子地形図 25000 を加工した

ものである。 
 




